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は
じ
め
に

　
『
遊
庭
回
抄
』
は
蹴
鞠
道
の
一
家
御
子
左
家
の
鞠
書
で
あ
り
、
十
四
世

紀
中
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
。
蹴
鞠
道
家
と
し
て
の
御
子
左
家
は
比
較
的
早

く
十
五
世
紀
に
は
絶
家
し
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
書
は
群
書
類
従
に
収
め

ら
れ
、
し
か
も
解
説
が
施
設
・
用
具
・
装
束
・
作
法
・
技
法
等
蹴
鞠
全
般

に
及
ん
で
い
る
の
で
、
蹴
鞠
の
基
本
的
知
識
を
得
る
の
に
適
し
た
文
献
と

さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
蹴
鞠
書
『
遅
疑
秘
事
』
自
体
の
研
究
が
進
め
ら

れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
◎

　
西
岡
虎
之
助
は
、
群
書
類
従
所
収
本
に
つ
い
て
、
蹴
鞠
書
と
し
て
は
詳

し
い
本
で
、
筆
者
は
藤
原
爲
明
（
一
二
九
五
～
＝
二
六
四
）
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
一
岩
橋
小
弥
太
は
、
群
書
類
従
所
収
本
の
作
者
を
巻
頭
の
選
者
名

か
ら
御
子
左
為
定
（
一
二
八
五
～
＝
二
六
〇
）
と
し
て
疑
う
べ
き
で
は
な

放
送
大
学
研
究
年
報
　
第
十
四
号
（
一
九
九
六
）
　
1
二
十
六
頁

q
O
ξ
欝
一
〇
h
夢
①
d
a
＜
Φ
冨
営
図
o
h
け
箒
乏
♪
Z
o
・
一
高
（
お
Φ
①
）

選
」
心
①

か
ろ
う
と
言
い
、
内
容
に
つ
い
て
は
、
鞠
を
蹴
る
技
よ
り
も
作
法
に
重
点

を
置
い
て
紅
り
、
と
く
に
鎌
倉
中
期
以
降
の
前
例
を
多
く
挙
げ
て
い
る
の

が
特
徴
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
｛

　
井
上
宗
雄
は
、
作
者
に
つ
い
て
、
同
書
の
記
事
に
貞
治
二
（
一
三
六
三
）

年
の
禁
裏
御
蔭
会
等
、
為
溺
没
（
延
文
五
：
＝
二
六
〇
年
）
後
の
記
事
が

あ
る
の
に
着
目
し
、
為
定
の
従
弟
で
彼
の
右
筆
を
永
く
勤
め
た
為
重
（
一

三
二
五
～
八
五
）
が
置
生
の
ロ
伝
を
聞
書
し
、
補
筆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
推
測
し
て
い
る
。
｛
桑
山
浩
然
も
、
作
者
に
つ
い
て
、
や
は
り
為
定
没

後
の
記
事
に
留
意
し
て
、
彼
の
著
で
あ
る
と
し
て
も
後
世
の
補
筆
を
考
え

て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
言
い
、
ま
た
、
為
定
が
没
し
た
と
き
は
従
弟
の

為
明
と
は
義
絶
状
態
で
あ
り
、
嗣
子
為
遠
（
＝
二
四
三
～
八
二
）
は
「
平
生

大
飲
過
法
之
人
」
で
あ
っ
た
と
の
理
由
で
、
こ
の
両
者
を
補
筆
者
に
比
定

す
る
こ
と
に
危
惧
の
念
を
示
し
て
い
る
。
｛

ゆ
放
送
大
学
教
授
（
生
活
と
福
祉
）



渡　邉 融 235（2）

表1　遊庭秘抄諸本名称・略号表

伝本名
平野（イ）本

平野（ロ）本

平野（ハ）

陽明3本
陽明4本
天理6本
天理7本
天理14本
国会本

業瀬本

圃本竜門本

尊経閣本

内閣文庫本

京大勧修寺本

番都女子大本

群書類従本

所在・所蔵

大津市平野神社

大津市平野神社

大津市平野神社

陽明文庫

陽明文庫
天理大学付属天理図書館

天理大学付属天理図書館

天理大学付属天理図書館

国会図書館

岩瀬文庫

阪本竜門文庫

尊経閣文庫

内閣文庫

京都大学文学部

京都女子大学

架蔵番号等

3一一3＊

3一一4＊

3－5＊

73－3
73－4
783一イ27－6

783一イ27－7

783一イ29－14

ひ一2－6
115－23－09

一六一五八
坊199－250

勧修寺家寄託本一1222

YW　780－8－F

略号
《平3》

《平4》

《平5》

《陽3》

《陽4》

《天6》

《天7》

《天14》

《国会》

《岩瀬》

《竜門》

《尊慮》

《内閣》

《京大》

《京女》

《類従》

備　　考

旧難波家本、古写

同上、難波宗城校合

同上、石井行康写

非家煕筆

近衛家熈自筆

旧館居大路家蔵

旧聞居大路家蔵

明暦禁裏本

旧柳原家本

旧平瀬家本

旧鳥丸文庫本

旧事三家本

勧修寺家本

三池三家本

群書類従所収

注　＊印はマイクUフィルムの整理番号、なお、平野（イ）（ロ）（ハ）本は東京大学

　　　史料編纂所に写真版がある。写真帳冊次番号四四

　
建
暦
三
（
一
二
＝
二
）
年
五
月
十
六
日
、
当
時
五
十
二
歳
の
藤
原
定
家
は
、

十
五
歳
の
息
為
家
が
鞠
好
き
の
後
鳥
羽
・
順
徳
両
院
の
側
近
と
な
っ
て
蹴

鞠
に
の
め
り
込
み
、
家
学
の
和
歌
に
身
を
入
れ
な
い
の
を
嘆
い
て
、
「
魔

縁
積
悪
の
崇
り
な
り
、
髄
虫
し
て
余
り
有
り
、
こ
れ
を
独
り
悲
し
む
」
、

御
子
左
舞
と
蹴
鞠

　
一
九
八
七
年
以
来
の
蹴
鞠
研
究
の
途
上
で
、
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書

館
の
収
集
に
な
る
蹴
鞠
書
群
と
大
津
市
平
野
神
社
所
蔵
旧
蹴
鞠
道
家
難
波

家
の
膨
大
な
蹴
鞠
書
類
と
、
二
つ
の
大
蹴
鞠
史
料
群
に
巡
り
逢
っ
た
。
こ

れ
ら
の
な
か
に
従
来
あ
ま
り
一
般
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
三
下
秘
抄
の

伝
本
六
点
が
含
ま
れ
て
い
た
。
｛
ま
た
、
昨
年
文
部
省
科
学
研
究
費
助
成

金
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
際
に
、
西
尾
市
立
図
書
館
岩
瀬
文
庫

所
蔵
の
一
岩
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
目
録
上
で
は
遊
庭
秘
抄
の
書
名

で
な
く
『
蹴
鞠
雑
篠
』
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
こ
れ
も
一
般

に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
『
国
書
総
目
録
』
等
に
よ
っ
て
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
諸

本
と
前
記
の
諸
本
と
を
通
観
し
、
遊
畑
野
抄
の
伝
本
の
系
統
と
撰
者
、
及

び
そ
の
成
立
等
の
問
題
を
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
ま
で
に
披
見

し
た
諸
伝
本
の
所
在
、
架
蔵
番
号
等
は
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
説

明
の
便
宜
の
た
め
、
各
伝
本
を
表
示
す
る
の
に
表
1
略
号
欄
所
載
の
記
号

を
用
い
る
。
｛
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さ
ら
に
、
当
時
既
に
難
壁
と
さ
れ
て
い
た
大
納
言
成
通
を
「
恨
む
」
と
ま

で
書
い
て
い
る
。
一

　
当
時
、
後
鳥
羽
院
に
よ
っ
て
公
家
鞠
が
組
織
化
さ
れ
、
様
々
な
故
実
が

成
立
し
つ
つ
あ
っ
た
。
承
元
二
（
一
二
〇
八
）
年
に
は
院
を
鞠
道
の
長
者

に
推
戴
す
る
嘉
納
が
開
か
れ
た
。
こ
れ
が
後
代
の
範
型
と
な
る
。
｛
同
五

年
、
院
は
、
無
足
の
身
分
と
技
量
に
よ
っ
て
着
用
す
べ
き
鞍
の
色
柄
と
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

様
と
を
規
定
し
た
程
品
を
定
め
た
。
一
定
家
の
嘆
き
を
よ
そ
に
、
建
保
二

（一

�
齊
l
）
年
、
十
七
歳
の
為
家
は
臣
下
と
し
て
第
二
階
級
の
紫
白
地

の
鞭
を
許
さ
れ
た
。
年
齢
相
当
で
は
蹴
鞠
界
の
先
達
難
波
宗
長
・
飛
鳥
井

早
旦
兄
弟
よ
り
早
い
許
し
で
あ
る
。
流
石
の
定
家
も
こ
の
時
に
は
「
こ
れ

規
模
（
名
誉
）
た
る
事
と
云
々
」
と
記
し
て
い
る
。
〔
こ
丸
が
御
子
左
家

が
蹴
鞠
道
家
と
な
る
契
機
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
蹴
鞠
道
家
は
難
波
・
飛
鳥
井
・
御
子
左
三
家
と
一
般
に
言
わ
れ
る
が
、

鎌
倉
時
代
中
期
以
降
の
京
都
で
は
御
子
里
家
が
蹴
鞠
界
を
制
し
て
い
た
。

後
年
、
一
条
相
良
（
一
四
〇
二
～
八
二
）
は
、
こ
の
模
様
を
「
…
そ
の
後

は
、
後
嵯
峨
院
・
後
深
草
院
・
亀
山
院
な
ど
此
道
の
中
興
に
て
ま
し
ま
し

け
る
。
其
頃
、
中
院
大
納
言
為
家
卿
と
申
侍
し
人
。
堪
能
に
つ
き
て
上
鞠

な
ど
承
り
け
る
と
そ
。
出
家
の
後
、
亀
山
殿
の
御
鞠
に
七
十
七
に
て
耳
立

て
ら
れ
。
父
子
と
も
に
無
文
懐
革
（
最
上
位
の
鞍
直
筆
渡
辺
）
の
鞍
な
ど
許
さ

れ
侍
り
て
。
世
の
例
な
き
こ
と
に
申
伝
へ
侍
り
。
…
」
（
私
に
漢
字
を
宛
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

句
読
点
を
改
め
た
）
と
伝
え
て
い
る
。
（

　
鎌
倉
時
代
、
難
波
・
飛
鳥
井
の
両
家
は
所
謂
関
東
砥
候
公
家
で
あ
っ
て
、

鎌
倉
住
い
が
多
か
っ
た
。
難
波
家
は
、
北
条
時
頼
が
宝
治
二
（
一
二
四
八
）

年
に
宗
教
（
一
二
〇
〇
～
七
〇
）
の
弟
子
と
な
っ
て
か
ら
専
ら
幕
府
の
師
範

格
で
あ
っ
た
。
飛
鳥
井
家
も
鎌
倉
と
は
縁
が
深
か
っ
た
。
開
祖
雅
経
の
妻

が
大
江
広
元
の
娘
で
、
教
雅
（
早
世
）
と
嗣
子
教
定
（
一
二
一
〇
～
六
六
）

を
生
み
、
そ
の
教
定
の
妻
は
北
条
実
時
の
娘
で
、
『
内
外
三
時
抄
』
の
作

者
雅
有
（
＝
一
四
〇
～
＝
二
〇
一
）
を
生
ん
で
い
る
。
雅
有
も
生
涯
六
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

も
東
海
道
を
往
復
し
て
い
る
。
｛

　
公
家
鞠
で
は
、
天
皇
や
上
皇
が
臨
席
し
て
開
か
れ
る
晴
の
二
会
で
、
上

置
、
解
鞠
、
天
皇
・
上
皇
に
具
足
（
沓
・
鞭
）
を
献
じ
こ
れ
を
着
け
さ
せ

る
役
等
を
勤
め
る
こ
と
や
、
程
品
の
高
い
鞭
の
着
用
を
許
さ
れ
る
こ
と
が

名
誉
と
さ
れ
た
。
後
嵯
峨
院
以
後
の
都
の
蹴
鞠
界
で
は
、
概
し
て
こ
れ
ら

の
点
で
御
子
左
家
は
他
の
二
家
を
圧
し
て
い
た
。
岩
橋
氏
が
遊
離
秘
抄
は

「
鎌
倉
中
期
以
降
の
作
法
に
つ
い
て
詳
し
い
」
と
し
て
い
る
の
は
、
以
上

の
よ
う
な
蹴
鞠
界
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
時
代
に
は
、
三
家
の
間
で
故
実
に
関
す
る
相
論
が
し
ば
し
ば

あ
っ
た
。
鎌
倉
で
は
難
波
と
飛
鳥
井
が
懸
の
方
角
や
装
束
の
付
け
方
に
つ

い
て
、
都
で
は
難
波
と
御
子
左
が
上
灘
の
作
法
を
巡
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
争
っ

　
　
　
　
　
　
　
わ

た
記
録
が
見
え
る
。
｛
し
か
し
、
飛
鳥
井
と
御
子
左
と
の
間
は
婚
姻
関
係

で
結
ば
れ
、
良
好
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
飛
鳥
井
教
士
女
（
雅
有
姉
）

が
御
子
左
為
氏
の
妻
と
な
っ
て
為
世
を
生
み
、
雅
有
女
が
為
世
の
長
男
為

通
の
妻
と
な
っ
て
為
親
・
為
定
を
生
ん
だ
。
雅
有
も
為
世
も
と
も
に
鞠
の

宗
匠
と
し
て
資
格
年
齢
で
あ
る
四
十
歳
に
達
し
た
年
に
無
文
燥
革
の
鞍
を
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許
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
遊
足
掻
抄
の
撰
者
と
さ
れ
る
為
定
は
祖
父
二
人
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

と
も
に
蹴
鞠
界
の
宗
匠
で
あ
る
。
｛
斯
界
の
御
曹
司
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。　
　
　
　
二
　
遊
庭
秘
抄
の
伝
本
の
系
統

1
　
諸
本
の
構
成

　
諸
本
の
巻
立
て
、
箇
条
名
と
そ
の
配
列
、
錯
簡
の
有
無
等
は
表
2
の
通

り
で
あ
る
。
本
文
の
脱
落
や
錯
簡
も
見
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
全
本
が

三
十
箇
条
立
て
、
配
列
は
異
な
る
が
箇
条
書
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

　
巻
の
構
成
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
以
下
の
（
a
）
（
b
）
（
c
）
三
群
に

大
別
で
き
る
。

（
a
）
十
箇
条
ず
つ
上
中
下
三
巻
に
仕
立
て
た
も
の
1
1
《
類
従
》
、
《
尊

経
》
、
　
《
内
閣
》
、
　
《
天
7
》
、
　
《
京
大
》
、
　
《
京
女
》
の
六
本
。

（
b
）
十
五
巻
ず
つ
上
下
二
巻
に
分
け
た
も
の
一
1
《
国
会
》
《
《
平
3
》
、

《
天
6
》
、
《
天
1
4
》
、
《
陽
3
》
、
《
陽
4
》
、
《
岩
瀬
》
、
《
竜
門
》
の

八
本
。（
c
）
巻
分
け
が
な
い
も
の
1
1
《
平
4
》
、
　
《
平
5
》
の
二
本
。

　
（
a
）
群
と
（
b
）
群
と
で
は
箇
条
の
配
列
が
異
な
る
。
表
2
は
、
最

左
列
の
《
類
従
》
の
配
列
に
従
っ
て
箇
条
番
号
を
付
け
て
あ
る
。
こ
れ
を

基
準
に
す
る
と
、
（
b
）
群
で
は
第
十
九
条
の
「
足
踏
」
の
次
、
す
な
わ

ち
第
二
十
条
目
か
ら
、
（
a
）
群
で
第
二
十
五
条
以
下
に
置
か
れ
て
い
る

「
黒
身
鞠
1
1
み
に
そ
う
ま
り
」
、
「
帰
足
縫
か
え
り
あ
し
」
、
「
子
忌
H
の

び
あ
し
」
、
「
負
鞠
睡
お
い
ま
り
」
の
高
度
な
個
人
技
（
キ
ッ
ク
）
系
の

箇
条
が
並
び
、
次
に
「
鞠
長
一
1
ま
り
た
け
」
、
「
縮
開
（
捕
開
1
1
つ
め
ひ

ら
き
）
」
、
「
野
臥
目
の
ぶ
し
」
、
「
乞
（
こ
う
）
事
」
、
「
請
（
う
く
る
）
事
」

と
集
団
技
系
の
箇
条
が
続
い
て
い
る
。

　
箇
条
配
列
に
お
い
て
は
（
c
）
群
の
二
本
に
統
一
性
が
な
い
。

《
平
4
》
が
（
a
）
型
、
　
《
平
5
》
が
（
b
）
型
に
と
別
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
次
節
の
㈹
で
触
れ
る
。

2
　
諸
本
の
内
項
・
奥
書
等

ω
（
a
）
群

　
次
に
諸
本
の
内
題
・
奥
書
等
を
見
て
ゆ
こ
う
。
（
奥
書
等
の
引
用
文
に
は
便
宜

読
点
を
施
し
、
妙
用
の
文
字
を
用
い
た
。
／
は
改
行
、
〔
〕
は
傍
記
、
｛
｝
は
割
り
書
き
を
示

す
）

、
《
類
従
》
の
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
右
遊
庭
秘
抄
一
巻
、
含
有
誤
字
脱
文
、
以
類
本
不
多
不
能
校
合
、
侯

　
他
／
日
善
本
出
而
己
、
」

内
題
は
「
遊
庭
秘
紗
」
、
そ
の
下
に
「
入
道
大
納
言
為
定
言
｛
御
子
左
ご

と
撰
者
名
が
入
っ
て
い
る
。
　
　
《
尊
経
》
に
は
奥
書
が
な
い
が
、
内
題
と

そ
の
下
の
撰
者
名
は
《
類
従
》
と
同
じ
で
あ
る
。

　
《
天
7
》
に
も
奥
書
が
な
い
。
内
題
は
「
遊
庭
秘
抄
」
、
そ
の
下
に
小

さ
く
「
凡
為
忠
卿
抄
た
る
へ
し
」
と
あ
る
。
為
忠
は
、
為
明
の
弟
、
応
安

六
（
＝
二
七
三
）
年
六
十
四
歳
で
没
、
従
二
位
中
納
言
。
没
年
か
ら
逆
算
す
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表2　『遊庭秘抄』諸伝本の箇条配列一覧

《類従》

《尊経》

上巻

1根源

2時節

3懸

4樟

5庭付網

6座敷付見謹座

7犠付結緒

8沓

9数

10上鞠

中巻

11解鞠

12装束

1鵠帽子懸

14扇付盤紙

15付鞠於枝

16鞠勢分付縫様

17躰葬付手持

18進退作法

19足踏

20措開付向措

下巻

21鞠長（足）

22乞

23請

24野臥

25副身鞠

26帰足

27延足

28負鞠

29煎物破子以下食“

30禄“

《天7》　《内閣》　《京大》

　　　　　　　《京女》

上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
中
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
下
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
中
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
8
1
6
1
7
1
9
2
0
下
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
中
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
下
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
3
0

《平4》　《国会》　《陽3》

　　　《平3》　《陽4》

　　　　　　　《天14》

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

上
1
2
3
4
5
6
7
8
脱
1
0

　11　11
　12　12
　13　13
　14　14
　15　15
下16　　下16

　17　17
　18　18
　19　19
　25　25

4
7
8
6
0
1
2
3
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

4
7
8
6
0
1
2
3
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

《岩瀬》　《平5》　《天6》

《竜門》

上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

　11

　12

　13

　14

　15

下16

　17

　18

　19

　25

4
7
8
6
0
1
2
3
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

11　l1
12　12
13　13
14　14
15　15
16　下16

17　17
18　18
19　19
25　25

4
7
8
6
0
1
2
3
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

4
7
8
6
0
1
3
2
9
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

注1’は錯簡あり。

注2上中下はそれぞれ各巻の巻頭を示す。
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る
と
延
慶
三
（
＝
一
＝
○
）
年
生
ま
れ
と
な
る
。
｛

　
《
内
閣
》
の
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
右
命
傭
書
痴
了
　
俊
将
」

内
題
は
「
遊
庭
尊
爵
」
、
そ
の
下
に
「
坊
城
藤
氏
蔵
書
印
」
の
印
が
あ
る
。

坊
城
家
の
旧
蔵
書
で
あ
る
。
坊
城
俊
将
（
一
六
九
九
～
一
七
四
九
）
は
極
官

が
正
二
二
大
納
言
、
江
戸
中
期
の
人
。
　
《
内
閣
》
は
江
戸
中
期
の
写
で
あ

る
。
内
題
下
の
撰
者
名
は
な
く
、
表
紙
外
題
の
下
に
、
や
は
り
「
石
下
卿

撰
」
と
あ
る
。

　
《
京
大
》
は
寄
託
勧
修
寺
家
文
書
の
一
で
あ
る
。
『
国
書
総
目
録
』
で

は
書
名
が
外
懸
の
と
お
り
『
遊
庭
抄
』
と
な
っ
て
い
る
。
内
題
は
「
遊
庭

秘
抄
」
、
そ
の
下
に
「
前
大
納
言
為
定
卿
撰
」
と
あ
る
。
こ
の
本
は
す
べ

て
紙
背
に
書
か
れ
て
お
り
、
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
右
一
愚
者
、
以
前
中
納
言
毒
悪
卿
自
筆
之
本
、
／
於
下
冷
蓬
亭
、
遂

　
書
論
詑
　
、
／

　
　
大
永
元
年
五
月
中
旬
之
候
写
功
畢
／
　
桑
門
刻
渓
（
花
押
）
」

但
し
、
大
永
元
（
一
五
二
一
）
年
は
八
月
二
十
三
日
改
元
で
あ
る
。
中
納

言
康
親
は
中
山
康
親
、
大
永
元
年
三
十
七
歳
。
下
冷
蓬
亭
は
冷
泉
政
為

（
当
時
七
十
七
歳
、
前
権
大
納
言
、
出
家
し
て
法
名
暁
覚
）
の
居
宅
で
あ

る　
《
京
女
》
に
は
、
前
記
大
永
元
年
五
月
付
、
桑
門
刻
武
名
の
奥
書
に
続

い
て
次
の
奥
書
が
あ
る
。

　
「
遊
庭
秘
抄
｛
一
冊
｝
手
骨
大
理
卿
｛
経
逸
｝
／
蔵
書
令
書
写
了
／

　
　
　
　
　
　
　
天
明
七
年
八
月
　
　
　
勘
解
由
次
官
藤
　
　
（
花
押
）
」

こ
の
本
は
江
戸
後
期
の
写
、
底
本
は
《
京
大
》
で
あ
る
。
大
理
卿
経
逸
は

勧
修
寺
家
経
逸
、
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
四
十
歳
、
左
衛
門
督
、
検
非

違
使
別
当
。
勘
解
由
次
官
藤
は
二
十
六
歳
の
池
尻
（
藤
原
）
洞
房
で
あ
る
。

　
以
上
の
（
a
）
群
の
六
本
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
第
二
十
九
、

三
十
条
の
錯
簡
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
十
条
「
禄
事
」
の
本
文
が
そ

の
前
条
「
煎
物
破
子
等
食
事
」
本
文
の
後
半
に
紛
れ
込
ん
で
い
て
ふ
こ
れ

を
「
禄
事
」
の
本
文
で
「
衣
禄
事
、
前
の
煎
物
破
子
等
之
中
に
こ
も
れ
り

と
云
々
」
ど
断
っ
て
い
る
。
　
《
京
大
》
の
奥
書
に
従
え
ば
、
こ
の
錯
簡
は

大
永
以
前
に
生
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

②
（
b
）
群

　
（
b
）
群
の
《
国
会
》
の
奥
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
康
安
元
年
伸
立
中
旬
之
比
染
筆
畢
、
更
／
不
可
有
外
見
空
也
、
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
紫
光
禄
大
夫
　
藤
［
為
明
卿
］
在
判
し

　
《
平
3
》
　
《
陽
3
》
　
《
陽
4
》
　
《
天
一
1
4
》
の
四
本
に
は
、
前
記
奥
書

中
の
［
為
明
転
］
が
な
い
。
　
康
安
元
（
＝
二
六
一
）
年
は
延
文
六
年
で
三

月
二
十
九
日
改
元
。
金
紫
光
禄
大
夫
は
正
三
位
の
唐
名
で
あ
る
。
『
公
卿

補
任
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
御
子
古
家
で
正
三
位
は
権
中
納
言
雪
明
と
そ

の
弟
非
参
議
為
忠
で
あ
る
。

　
《
国
会
》
は
上
下
二
巻
二
冊
本
、
各
巻
末
に
「
明
暦
」
の
角
印
が
あ
る
。

後
西
天
皇
の
典
籍
副
本
作
成
事
業
に
よ
る
写
本
で
あ
ろ
う
。

　
陽
明
文
庫
の
二
本
の
本
文
の
内
容
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
（
財
）
陽
明
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文
庫
長
名
和
修
氏
に
よ
る
と
、
　
《
陽
4
》
は
名
筆
家
近
衛
家
　
（
一
六
六

七
～
一
七
三
六
）
の
完
成
期
の
筆
跡
で
、
宝
永
か
ら
享
保
頃
の
書
と
思
わ

れ
る
、
　
《
陽
3
》
は
家
　
の
筆
跡
に
似
て
い
る
が
他
筆
で
あ
る
と
い
う
。

《
陽
4
》
は
《
陽
3
》
に
あ
る
本
文
の
脱
落
部
分
の
行
間
へ
の
補
入
を
本

文
中
に
収
あ
て
い
る
か
ら
《
陽
3
》
を
清
書
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
二
本
と
も
第
九
条
「
数
事
」
の
本
文
全
部
が
脱
落
し
て
い
る
。
表

2
の
通
り
、
《
天
一
1
4
》
に
も
同
じ
脱
落
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
《
天
1
4
》

の
行
間
へ
の
亀
入
や
、
改
行
・
丁
替
え
（
一
丁
二
十
四
行
立
て
）
、
振
り

仮
名
、
小
見
出
し
の
朱
書
等
が
《
陽
3
》
と
殆
ど
一
致
す
る
。
　
《
天
1
4
》

は
上
賀
茂
神
社
の
有
力
な
社
家
鳥
居
大
路
家
士
蔵
本
で
あ
り
、
同
家
は
鞠

聖
成
通
の
師
賀
茂
成
平
以
来
、
蹴
鞠
で
は
名
の
聞
こ
え
た
家
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
近
衛
家
が
鳥
居
大
路
家
蔵
書
《
天
1
4
》
を
書

写
し
て
《
陽
3
》
を
作
り
、
こ
れ
を
更
に
家
　
が
清
書
し
て
《
陽
4
》
が

成
立
し
た
と
い
う
筋
道
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
以
後
本
稿
に
お
い
て

は
、
特
記
し
な
い
限
り
《
陽
3
》
を
《
陽
4
》
に
準
ず
る
本
と
し
て
扱
う
。

　
《
平
3
》
に
は
、
本
奥
書
以
外
に
書
写
人
、
書
写
の
時
期
等
を
示
す
記

載
は
な
い
。
た
だ
外
題
「
遊
星
秘
儀
上
下
し
の
下
に
「
古
写
」
と
あ
る
。

字
体
か
ら
見
て
、
江
戸
初
期
の
写
と
思
わ
れ
る
。

　
（
b
）
群
の
《
天
6
》
に
は
、
上
記
の
五
本
に
共
通
す
る
奥
書
の
う
ち

「
金
紫
光
禄
大
夫
夏
鳶
判
」
の
部
分
だ
け
が
あ
り
、
そ
の
後
に
次
の
奥

書
が
あ
る
。

　
「
鎌
倉
借
移
之
間
秘
事
不
可
過
之
富
士
、
価
無
／
左
右
不
可
及
外
見
者

也
」　

「
此
一
帖
中
山
頭
羽
林
御
本
窺
之
了
、
尤
秘
本
／
也
、
不
可
出
閾
外
秘

　
之
、
作
者
為
〃
兼
［
忠
］
卿
云
々
、

　
　
　
文
安
〃
六
［
五
］
年
三
月
一
日
（
花
押
）
」

文
安
五
年
夏
一
四
四
八
年
。
中
山
頭
羽
林
は
親
通
、
当
時
二
十
三
歳
、
従

三
位
左
中
将
。
こ
の
本
に
は
鳥
居
大
路
家
蔵
書
印
が
あ
る
。
天
理
図
書
館

へ
入
っ
た
経
路
は
異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
　
《
天
6
》
も
《
天
1
4
》
と
同

じ
賀
茂
鳥
居
大
路
家
旧
蔵
本
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
本
は
諸
本

中
特
異
な
存
在
で
あ
る
。

　
（
b
）
群
の
他
の
二
本
、
　
《
岩
瀬
》
　
《
竜
門
》
に
は
、
上
記
金
紫
光
禄

大
夫
名
の
奥
書
が
な
い
。

　
《
岩
瀬
》
の
内
題
は
、
上
巻
が
「
遊
庭
秘
抄
」
、
下
巻
が
「
遊
庭
秘
抄

下
」
、
上
下
と
も
内
題
の
上
に
「
柳
原
庫
」
印
が
あ
る
。
旧
柳
原
家
蔵
本

で
あ
る
。
上
下
巻
の
奥
書
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
上
巻
　
　
「
文
明
十
九
年
二
月
廿
七
日
書
写
了
／
禁
裏
御
本
拝
借
悟
了

　
　
　
｛
下
巻
以
他
本
已
前
書
写
了
ご

　
「
高
倉
親
長
短
自
筆
、
命
家
僕
令
書
写
了
、
／
件
本
於
勧
修
寺
中
納
言

　
　
　
経
逸
手
／

　
　
　
　
天
明
元
十
二
下
旬
　
正
二
位
藤
原
　
　
（
印
　
紀
光
）
」

　
下
巻
　
　
「
本
云
、
永
享
十
年
五
月
十
六
日
／
賢
実
　
志
し

　
「
右
本
、
或
仁
見
之
候
間
、
片
時
之
間
馳
筆
／
写
留
了
、
／

　
　
　
立
時
文
明
十
七
年
二
月
十
七
日
／
按
察
使
藤
原
（
花
押
影
）
」
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「
右
以
親
長
卿
自
筆
、
命
家
僕
令
書
写
了
／
件
本
在
勧
修
寺
中
納
言
経

　
　
　
逸
手
／

　
　
　
　
天
明
元
十
二
下
旬
正
二
位
藤
原
　
　
（
印
　
紀
光
）
　
同
日
遂
一

　
　
　
　
校
了
」

ま
た
、
下
巻
の
文
明
、
天
明
両
奥
書
の
間
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
挿
入
さ

れ
て
い
る
。

　
「
或
抄
云
、
成
通
卿
見
雨
曇
忌
数
有
四
人
｛
面
有
金
形
文
字
｝
／
一
人

　
名
春
帰
花
／
一
人
名
夏
安
林
／
一
人
名
秋
色
商
／
一
人
名
冬

　
庭
残
」
。

　
《
岩
瀬
》
は
上
巻
が
禁
裏
本
、
下
巻
は
「
或
仁
」
の
所
蔵
本
と
系
譜
は

異
な
る
が
、
何
れ
も
甘
露
寺
親
長
自
筆
の
勧
修
寺
家
本
を
天
明
元
（
一
七

八
一
）
年
に
書
写
し
た
本
で
あ
る
。
甘
露
寺
松
虫
（
一
四
二
四
～
一
五
〇

〇
）
は
蹴
鞠
に
…
堪
能
で
あ
っ
た
が
、
鞠
書
の
書
写
を
も
精
力
的
に
行
っ
て

い
る
。
　
柳
原
紀
光
（
も
と
み
つ
擁
一
七
四
六
～
一
八
○
○
）
は
、
こ
の

年
三
十
六
歳
、
正
二
位
権
大
納
言
。
国
史
の
編
纂
で
聞
こ
え
た
人
で
あ
る
。

　
《
竜
門
》
は
、
内
題
は
そ
れ
ぞ
れ
「
遊
庭
秘
二
上
」
「
遊
庭
秘
抄
下
」
、

下
巻
奥
書
に

　
「
本
云
、
永
享
十
年
五
月
十
六
日
　
賢
実
役
」

と
あ
り
、
そ
の
後
に
、
　
《
岩
瀬
》
と
同
じ
「
或
抄
云
、
成
通
卿
見
鞠
精
…
」

の
一
文
が
あ
る
。
　
《
岩
瀬
》
と
同
系
統
の
本
で
あ
ろ
う
。
川
瀬
一
馬
に
よ

る
と
、
　
《
竜
門
》
は
平
瀬
家
団
蔵
本
、
室
町
末
期
の
写
と
さ
れ
て
い
る
。
｛

本
文
も
、
上
下
巻
と
も
《
岩
瀬
》
に
非
常
に
近
い
。

㈹
（
c
）
群

　
（
c
）
群
の
二
本
は
い
ず
れ
も
難
波
家
の
旧
蔵
書
で
あ
る
。

　
《
平
5
》
は
内
外
題
と
も
「
遊
庭
差
益
」
、
続
い
て
巻
頭
に
「
條
々
三

十
箇
條
」
の
箇
条
目
録
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
a
）
群
の
諸
本
に
は
目

録
に
上
中
下
巻
の
区
切
り
が
あ
る
が
、
（
c
）
群
の
両
本
に
は
こ
れ
が
な

い
。
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
此
一
冊
葦
葺
助
筆
之
由
、
難
波
三
品
之
／
所
望
野
壷
任
写
本
馳
禿
毫
、

　
　
尤
／
向
背
等
有
之
間
、
以
謹
本
音
被
加
／
再
校
者
也
、
／

　
　
　
　
元
禄
十
弍
歳
五
月
中
旬
　
　
拾
遺
行
康
」

元
禄
十
一
年
は
一
六
九
八
年
、
拾
遺
（
侍
従
）
行
康
は
当
時
二
十
六
歳
、

石
井
（
い
わ
い
）
行
豊
の
息
、
桓
武
平
氏
西
洞
院
家
の
庶
流
で
あ
る
。
難

波
三
品
は
従
三
位
左
中
糊
塗
尚
三
十
一
歳
、
飛
鳥
井
雅
章
三
男
か
ら
同
家

へ
養
子
に
入
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
の
本
の
箇
条
配
列
は
（
b
）
型
で
あ
る

が
、
行
康
が
（
a
）
群
系
の
本
を
も
校
合
し
た
よ
う
で
、
本
文
中
、
第
一

条
の
前
に
「
上
巻
イ
」
、
第
十
条
の
後
に
「
右
三
十
箇
条
之
内
上
巻
十
箇

条
イ
」
…
の
如
く
、
三
巻
立
て
の
区
分
と
箇
条
配
列
を
も
当
該
箇
所
に
示

し
て
い
る
。

　
《
平
4
》
の
奥
書
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
右
遊
庭
秘
抄
當
家
所
傳
有
二
本
、
古
写
／
其
文
疎
略
、
新
写
石
井
行

　
豊
卿
筆
錐
文
詞
多
湿
／
脱
字
錯
簡
、
飛
鳥
井
家
所
傳
之
一
本
亦
有
異
同
、

　
／
以
三
本
加
校
合
更
令
新
二
者
也
、
／

　
　
　
　
安
永
己
亥
春
　
前
亜
椀
宗
城
」
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安
永
己
亥
は
同
八
年
で
一
七
七
八
年
、
宗
城
は
正
二
位
権
大
納
言
難
波
宗

城
（
一
七
二
四
～
一
八
〇
五
）
、
慶
長
年
間
の
同
家
再
興
後
六
代
目
の
当
主

で
あ
る
。
名
言
で
、
蹴
鞠
故
実
に
も
詳
し
く
、
ま
た
、
多
数
の
蹴
鞠
書
の

写
本
を
残
し
て
い
る
。
彼
が
校
合
し
た
本
は
自
家
の
《
平
3
》
　
《
平
5
》

（
行
康
の
名
が
父
の
行
豊
に
な
っ
て
い
る
の
は
お
か
し
い
が
）
と
（
a
）

群
系
の
飛
鳥
井
家
所
蔵
本
、
と
の
三
本
で
あ
ろ
う
。
巻
頭
の
目
録
三
十
箇

条
の
配
列
は
（
b
）
型
で
あ
る
が
、
本
文
の
配
列
は
（
a
）
型
を
採
用
し
、

三
巻
立
て
の
区
切
り
の
当
該
箇
所
を
「
イ
本
説
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。

内
容
に
お
い
て
も
、
後
に
示
す
よ
う
に
両
系
統
を
折
衷
し
た
形
跡
が
認
め

ら
れ
る
。
つ
ま
り
（
c
）
群
は
（
a
）
（
b
）
両
系
の
校
合
・
折
衷
の
産

物
で
あ
る
。

三
　
諸
本
の
内
容

1
引
用
書

　
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
構
成
か
ら
す
る
と
『
遊
庭
秘
抄
』
の
伝
本
は
二

つ
の
系
統
に
大
別
し
得
る
。
諸
本
の
内
容
に
そ
れ
が
現
れ
る
か
ど
う
か
、

或
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
を
見
て
行
き
た
い
。

　
公
家
鞠
で
は
故
実
、
つ
ま
り
善
き
前
例
、
が
重
ん
じ
ら
れ
る
。
『
内
外

三
時
抄
』
の
作
者
飛
鳥
井
雅
有
が
言
う
よ
う
に
、
蹴
鞠
の
道
の
者
の
心
得

は
「
願
・
行
・
謹
」
の
三
字
で
あ
る
。
ま
ず
、
上
達
し
た
い
と
い
う
願
い

を
持
つ
こ
と
目
願
、
次
に
実
際
に
練
習
す
る
こ
と
1
1
行
、
最
後
に
練
習
の

範
を
先
人
に
求
め
る
こ
と
1
1
謹
で
あ
っ
た
。
｛
何
に
斯
道
の
範
を
と
る
か

は
道
の
者
に
と
っ
て
重
大
事
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
a
）
（
b
）
両
系
統
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
《
類
従
》
と
《
国
会
》
を
と

り
、
引
用
書
（
書
名
が
明
か
な
鞠
書
に
限
る
）
と
そ
の
引
用
頻
度
を
比
較

し
て
み
た
の
が
表
3
で
あ
る
。

　
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
点
で
は
系
統
別
の
違
い
は
な
い
と
言
え
る
。

主
な
引
用
書
を
簡
単
に
解
説
し
て
お
こ
う
。
〔
『
計
箇
条
式
』
は
現
存
し
な

い
。
略
し
て
「
式
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
蹴
鞠
道
で
聖
と
さ
れ
た
藤
原
成
通

（
生
没
年
は
表
4
を
参
照
、
以
下
同
じ
）
が
撰
じ
た
最
古
の
鞠
書
と
さ
れ

弓庭秘抄伝本別鞠書引用回数の比較表3

《国会》

◎
り
　
7
一
　
ら
δ
　
1
　
　
1
⊥
　
9
御
　
｛
1

《類従》

　　7

7
8
　
9
翻
　
・
圭
　
・
1
　
9
醒
　
0

蹴鞠書名　　　　＼伝三

光ケ條式

蹴鞠口傳必

要原動

雪囲記

仁平が抄

源九が抄（記）

成通一巻の秘書
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る
。
『
遊
庭
秘
抄
』
を
も
含
め
て
、
後
世
の
蹴
鞠
書
に
対
す
る
影
響
が
強

い
。
恐
ら
く
三
十
箇
条
の
簡
略
な
文
体
で
、
技
法
中
心
の
説
明
書
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
。
彼
の
弟
子
難
波
頼
輔
の
『
蹴
鞠
口
選
集
』
に
多
く
引
用
さ
れ

て
い
る
。

　
そ
の
頼
輔
は
難
波
・
飛
鳥
井
両
蹴
鞠
道
家
の
祖
。
『
蹴
鞠
口
二
丈
』
は
、

樹
河
院
時
代
以
後
の
名
足
た
ち
の
教
え
を
類
聚
し
た
も
の
で
、
式
を
含
あ

て
（
師
成
通
説
の
引
用
が
最
も
多
い
。
白
河
院
か
ら
後
白
河
院
に
至
る
院

政
期
の
蹴
鞠
界
の
様
相
を
知
る
の
に
有
用
で
あ
り
、
蹴
鞠
故
実
の
宝
庫
と

　
　
　
か

言
え
る
◎
一

　
『
成
平
抄
』
は
成
通
の
師
で
、
関
白
忠
実
に
「
鞠
神
妙
」
と
言
わ
れ
た

賀
茂
神
主
成
平
の
作
、
『
源
九
記
』
は
藤
原
長
実
の
小
舎
人
童
で
あ
っ
た

鷺
足
源
九
の
鞠
日
記
、
『
革
菊
記
』
は
頼
輔
の
孫
、
飛
鳥
井
流
の
開
祖
雅

経
の
作
と
さ
れ
る
が
、
三
田
と
も
伝
存
し
な
い
。
成
平
、
源
九
の
言
動
は

『
蹴
鞠
口
傳
集
』
に
、
成
通
に
次
い
で
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
｛
『
要
略

抄
』
は
、
題
名
か
ら
現
存
書
の
『
革
菊
要
略
集
』
が
想
定
さ
れ
る
が
、

《
国
会
》
へ
の
引
用
文
の
一
つ
が
現
存
の
要
略
集
に
見
当
た
ら
な
い
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

異
書
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
一

　
表
に
見
る
よ
う
に
、
　
《
類
従
》
と
《
国
会
》
の
主
た
る
典
拠
は
、
と
も

に
『
計
箇
条
式
』
と
『
蹴
鞠
口
傳
集
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
藤
原
成
通
か

ら
難
波
頼
輔
へ
、
と
い
う
公
家
鞠
の
道
統
と
一
致
す
る
。
御
子
滞
流
が
公

家
鞠
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
一
端
に
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

2
　
登
場
人
物
に
つ
い
て

　
次
に
登
場
人
物
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
表
4
は
《
類
従
》
と

《
国
会
》
へ
の
登
場
人
物
と
そ
の
登
場
回
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
但

し
、
一
つ
の
場
面
で
同
一
人
物
の
名
が
複
数
回
使
用
さ
れ
て
い
て
も
、
た

だ
一
回
に
数
え
た
。
ま
た
対
象
を
院
政
期
以
後
で
、
存
在
を
確
か
め
ら
れ

る
人
物
に
限
っ
た
。

　
表
の
上
早
撃
の
人
々
は
天
皇
・
上
皇
、
摂
関
・
大
臣
等
、
所
謂
「
貴
人
」

と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
。
『
蹴
鞠
口
傳
集
』
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
人
々
は
各
家
流
が
蹴
鞠
故
実
の
権
威
付
け
を
す
る
時
に
、
そ
の

事
例
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
が
多
い
。

　
天
皇
・
上
皇
の
中
で
は
後
鳥
羽
院
の
登
場
回
数
が
最
も
多
い
、
同
院
は

御
子
左
家
に
蹴
鞠
道
家
と
し
て
の
資
格
を
授
け
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る

か
ら
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
に
鎌
倉
中
期
以
後
の
晴
の
鞠
会
を
主
催
し
、

或
は
こ
れ
に
臨
席
し
た
亀
山
、
後
伏
見
、
後
醍
醐
ら
歴
代
の
帝
が
何
回
か

登
場
す
る
。
摂
関
・
大
臣
の
場
合
に
は
、
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
鞠
会
に
列

席
し
た
人
々
が
一
、
二
回
ず
つ
登
場
す
る
。
摂
関
・
大
臣
の
登
場
回
数
は
、

《
類
従
》
の
延
べ
十
二
人
に
対
し
て
《
国
会
》
の
方
は
五
人
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
　
《
類
従
》
に
建
武
以
後
の
鞠
会
の
引
用
例
が
よ
り
多
く
見
ら
れ
る

た
め
で
あ
る
。

　
蹴
鞠
道
成
立
に
直
接
か
か
わ
る
人
々
及
び
他
流
の
人
々
の
中
で
は
、
鞠

書
の
引
用
と
見
合
っ
て
成
通
が
最
も
多
く
、
成
平
、
源
九
、
雅
経
ら
が
こ

れ
に
次
い
で
い
る
。
　
《
類
従
》
に
二
回
登
場
す
る
難
波
宗
緒
は
、
他
流
の
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人物

後鳥羽

順徳

亀山

伏見

後伏見

後宇多

後醍醐

後光厳

　（以上

遊庭秘抄の研究

表4　遊庭秘抄伝本別人物登場回数の比較

　　x
180／293

197／242

249／305

265／317

288／336

267／324

288／339

338／374

伝本

　　　　天皇・上皇）

近衛豊平・面心院246／268

〃　基嗣・後岡本入道305／354

〃　道嗣・後回心院332／387

・鷹司兼平・昭念院228／294

二条師忠e香園院254／341

〃　露量・光明照院268／334

〃　良実・普光園院216／270

西園寺実氏・常盤井相国194／269

〃実兼・後西園寺入道相国249／322

花山院石面。内府283／342

徳大寺公清・内府312／360

洞院公賢・入道太政大臣291／360

　（以上　摂関・大臣）

藤原虚実075／133

源　盛滋

賀茂成平081／136

藤原成通・拾遺納言097／162

源九

難波頼輔112／186

〃　宗長164～225

飛鳥井雅経170～221

難波宗緒288～336出家

　（以上　蹴鞠道統の者）

御子左為家197～275

〃　　為世・祖父禅門250～338

〃　　為定293～360

〃　　為藤・故戸部275～324

　（以上　御子一家）

賀茂経久
〃　忠久
〃　定久
〃　基久
　（以上　賀茂社家）

《類従》

　5

　1

　2

　1

　2

　1

　2

　1

1
2
2
1
1
1
0
1
0
1
1
1

3
1
2
6
3
1
1
2
2

　
　
）

　
　
者

　
　
撰

　
　
（

－
Q
）
－
⊥
噸
⊥

0
0
今
4
◎
乙

《国会》

　4

　0
　1

　0

　3
　1

　2

　0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0

1
1
2
7
3
1
1
3
0

　1

10
　1

　0

り
⊥
灌
上
◎
乙
－

人
々
の
な
か
で
唯
一
撰
者
の
同
時
代
人
で
あ
る
。
彼
は
正
安
四
（
＝
二
〇

二
）
年
、
十
四
歳
で
後
伏
見
院
の
御
師
範
を
命
ぜ
ら
れ
た
ほ
ど
の
名
足
だ
っ

た
か
ら
、
御
子
隠
家
に
と
っ
て
恐
る
べ
き
敵
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ

ろ
う
、
登
場
場
面
の
う
ち
の
一
回
で
は
、
早
緒
の
所
業
が
「
悪
し
き
例
」

と
し
て
攻
撃
の
的
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
相
論
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ

る
・
。

　
御
子
里
家
の
人
々
の
中
で
は
圧
倒
的
に
為
世
が
多
い
。
為
世
は
為
家
の

孫
で
あ
り
、
「
開
祖
為
家
か
ら
五
代
目
し
で
あ
る
遊
庭
面
抄
の
撰
者
の
祖

父
に
あ
た
る
。
彼
の
登
場
回
数
は
御
子
左
家
の
み
な
ら
ず
、
全
登
場
人
物

中
最
高
で
あ
る
。
た
だ
一
人
、
淵
箇
条
式
等
の
受
書
を
加
え
た
場
合
の
鞠

聖
成
通
だ
け
が
こ
れ
を
上
回
っ
て
い
る
。
こ
の
書
に
対
す
る
為
世
の
影
響

力
の
強
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
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こ
の
点
を
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
行
こ
う
。
為
世
の
登
場
場
面
の
う
ち
、

第
一
に
多
い
の
は
、
鞭
の
許
し
・
結
緒
の
結
び
方
、
上
鞠
、
扇
の
差
し
方
、

枝
に
鞠
を
隔
る
方
法
等
、
後
鳥
羽
院
以
降
、
晴
の
鞠
会
の
盛
行
と
と
も
に

頓
に
煩
雑
に
な
っ
た
作
法
に
係
わ
る
場
面
で
あ
る
。
為
世
が
当
該
故
実
の

範
例
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
そ
れ
を
、
撰
者
が
祖
父
為
世
か
ら
教
え
ら
れ
た

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
が
《
類
従
》
に
六
例
、
　
《
国
会
》
に
七
例
見

ら
れ
る
。
そ
の
他
は
、
為
世
が
若
い
こ
ろ
「
潜
り
帰
鐸
く
ぐ
り
が
え
り
」

と
い
う
曲
足
を
演
じ
て
亀
山
院
に
「
骨
無
し
し
つ
る
に
や
し
と
激
賞
さ
れ

た
話
、
為
世
が
見
謹
の
時
に
は
一
座
の
鞠
足
が
御
子
左
流
独
特
の
負
鞠
と

い
う
早
足
を
演
ず
る
の
を
遠
慮
し
た
話
、
あ
る
鞠
会
で
為
世
が
明
足
を
し

て
名
牛
を
下
賜
さ
れ
た
話
等
、
為
世
が
如
何
に
世
に
聞
こ
え
た
名
望
だ
っ

た
か
を
示
す
挿
話
で
あ
る
。
前
記
「
骨
無
し
」
の
例
は
、
『
荒
亡
革
網
話
』

所
載
、
文
永
十
一
（
一
二
七
四
）
年
四
月
二
十
二
日
大
柳
御
所
鞠
会
記
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

「
為
世
希
代
の
常
足
」
と
見
え
る
時
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
｛
こ
の
時
為
世

二
十
六
歳
。
亀
山
院
の
こ
の
一
言
で
為
世
の
蹴
鞠
界
で
の
権
威
が
確
立
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
正
応
二
（
一
二
八
九
）
年
、
四
十
歳
に
達
し
た
年
に

斯
道
の
宗
匠
を
示
す
無
文
燃
革
の
鞍
の
着
用
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
遊
撃
秘
抄
は
御
子
左
流
の
公
家
鞠
故
実
を
説
く
の
に
、
鎌

倉
後
期
の
公
家
下
界
の
巨
峰
で
あ
っ
た
為
世
の
権
威
と
名
声
に
依
拠
し
て

い
る
。
こ
れ
は
両
本
共
通
で
あ
る
。

　
受
理
は
撰
者
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
る
。
　
《
類
従
》
で
は
、
彼

の
名
が
内
題
下
に
「
為
事
卿
撰
」
と
掲
げ
ら
れ
、
本
文
中
で
は
「
愚
老
、

愚
身
」
等
の
謙
称
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
為
定
を
指
す
と
考
え
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
《
国
会
》
に
は
内
題
下
の
選
者
名
が
な

く
、
「
上
鞠
」
の
条
に
「
御
子
左
大
納
言
入
道
泰
運
卿
…
」
と
他
者
の
立

場
で
登
場
す
る
。
こ
こ
が
、
　
《
類
従
》
と
《
国
会
》
の
決
定
的
な
相
違
で

あ
る
。
こ
の
点
を
連
節
で
検
討
し
て
み
た
い
。

3
　
為
定
と
愚
老
・
愚
身
・
愚
意
の
登
場
場
面

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
　
《
類
従
》
と
《
国
会
》
の
決
定
的
な
相
違
は

撰
者
で
あ
る
。
前
者
で
は
為
定
が
こ
れ
に
擬
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後

者
で
は
、
康
安
元
年
の
金
紫
光
禄
大
夫
、
為
定
の
従
弟
為
明
・
為
忠
兄
弟

の
名
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
両
本
か
ら
「
為
定
」
及
び
「
愚
身
、
愚
老
、
愚
意
し
が
用
い

ら
れ
て
い
る
箇
所
を
抽
出
し
、
ど
ち
ら
か
の
本
の
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
箇

所
に
当
該
文
言
が
な
い
場
合
、
そ
の
相
当
箇
所
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
比
較

対
照
し
て
表
5
に
示
し
た
。

　
表
5
i
1
の
と
お
り
、
「
為
定
」
の
出
現
箇
所
は
、
双
方
一
カ
所
ず
つ

で
あ
る
。
両
本
の
「
警
笛
」
の
箇
条
本
文
中
、
　
《
類
従
》
か
ら
は
為
定
の

姓
名
官
職
の
部
分
が
す
っ
ぽ
り
抜
け
て
い
る
。
　
《
類
従
》
の
こ
の
部
分
の

大
意
は
、
「
祖
父
為
世
の
教
え
を
受
け
て
無
作
法
の
上
鞠
を
し
た
人
の
振

舞
を
、
撰
者
為
定
が
見
及
ん
だ
」
と
な
る
。
　
《
国
会
》
の
方
は
、
「
為
定

卿
が
、
祖
父
為
世
に
教
え
ら
れ
た
方
法
に
従
っ
て
無
作
法
の
上
鞠
を
し
た
。

（
撰
者
は
そ
れ
を
見
た
、
或
は
聞
い
た
。
）
し
と
な
る
。
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類従本

表5－1

　　　　　　　二二二二の研究

表5　為定と愚身・愚老e愚意の出現場面の比較

三門

《丁丁》 《京大》 〈内題〉遊庭焦慮　入道大納言門守卿

《尊経》 〈上鞠〉故徳大寺前内大臣［公清］家鞠の日。祖父

T門［為世］の庭訓にて。この作法ふるまひ侍しと

ｩ及侍りし也。

表5－2　愚身・愚老・愚意

全 イ〈根源事〉當流は中院大納言為家卿山鼠受後鳥羽

上皇論説。至愚身既五代。愁依為累代之家業。…

《瓦経》 《内閣》 《天7》 《京大》 ロ〈庭付議事〉上五尺に土をふるひてをく。いかな

《平4》 《平5》 らん斎忌にも。晴間待え侍れば。水とく引て最上也。

故陽明面素亭の庭。愚老［為定］往年のむかし奉行

して瓦を敷侍し也。…

《尊経》 《内閣》 《天7》 《京大》 ハ〈鞭〉抑奥義の色は無文燵革也。以之長者色とい

《平4》 《平5》 ふ。丁丁譜代の人。或御年たけさせ給ふ仙洞。又は

上足の囁錬臣。さりぬべき大臣ならでは不可着用之。

當時の世には近衛前払陸｛道二二｝愚身［二二］両仁外。

此色着用したる人なし。

《丁丁》 《内閣》 《天7》 《京大》 二〈進退作法事〉同門云。鞠にあふこと淀河のごと

《平4》 《平5》 《天6》 しとなむ。うへのどかにして下にはやき心をもつべ

し。鳥山本文愚意に相叶へり。…

《丁丁》 《内閣》 《天7》 《京大》 ホ〈負丁字〉二度も三度もつゴけて肩をまはすはい

《平4》 《平5》 とやすし。かかるえせ足どもは。愚身蹴出して後。

盛季やうのくせまり好物ども悦喜して。見習て蹴侍

れど。初心の人ゆめゆめ蹴べからず
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1

本
【
　
ら
齢
表 等圧

〈内題〉遊二二二上　　（記名ナシ） 《平3》 《天14》 《陽4》 《岩瀬》

《天6》 《内閣》 《天7》

《平4》 《平5》

〈上鞠〉建武之比、徳大寺前内府｛公晴公、干時中納 《平3》 《天14》 《陽3》 《岩瀬》

言｝第にて鞠会侍しに、御子左入道前大納言為定卿｛干 《内閣》 《天7》 《京大》

時中納言｝、亜相禅門のをしへにて此作法を振舞侍り 《平4》 《平5》

き、 ＊《天6》 場面なし

表5－2　愚身・愚老・愚意

イ〈根源事〉當流は中院大納言為家卿、恭引受後鳥羽 全

上皇勅説、至愚身既五代、二丁為累代之家業、…

ロ〈庭付二二〉後岡本入道関白家にて庭を結構せらる 《平3》　《天14》 《陽3》 《岩瀬》

＼と拝見せし、それも一二はかり堀て底に瓦をそこは

くしきて、其上に土をふるひてをかる＼と身及侍し、 ＊《天6》奉行人に言及せず

木は奉行し侍しかと庭は家僕とも沙汰し侍し也、

ハ〈鞍〉奥義の色は無文燵革也、号長者色、以之先途 《平3》《天14》 《陽3》 《岩瀬》

の色とす、高道の人々嫡流一人高免之、島外御所様御

堪能なる時めさる＼也、…中略…、さては摂関家。人 ＊《天6》嫡流一人の語なし

々器用によりて勅免あり、

二〈進退作法事〉同云、よと河のことくに心をもつへ 《平3》《天14》 《陽3》 《岩瀬》

しと云り、うへはのとかにて、下はやき心をもつ也、

同云、…

ホ〈二本〉二三度も蹴之は大事のわさなりとみえ侍る 《平3》《天14》 《陽3》 《岩瀬》

也、是等の足は初心にては、思ひもよらぬ事なるへし

＊《天6》下足の思ひいたらぬ

足なるべし
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次
ぎ
に
表
5
－
2
、
「
愚
老
・
愚
身
・
愚
意
」
の
使
用
例
に
目
を
転
じ

よ
う
。
イ
の
「
根
源
事
」
で
は
両
本
同
文
で
あ
る
。
撰
者
に
擬
せ
ら
れ
る

三
人
が
と
も
に
為
家
五
代
の
後
向
、
為
世
の
孫
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
現

は
不
都
合
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ロ
以
下
ホ
ま
で
の
四
例
で
は
、
《
類
従
》

に
見
ら
れ
る
「
愚
身
・
愚
老
・
愚
意
」
の
文
言
が
、
　
《
国
会
》
の
方
の
相

当
箇
所
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
「
根
源
事
」
以
外
の
箇
条

で
は
、
　
《
国
会
》
中
に
「
愚
身
・
愚
老
・
愚
意
」
ま
た
は
こ
れ
に
類
す
る

文
言
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
四
箇
所
を
順
次
見
て
行
こ
う
。

　
《
類
従
》
の
ロ
、
「
庭
作
り
」
の
部
分
の
大
意
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

昔
、
艶
陽
明
博
陸
（
近
衛
基
嗣
蛙
文
和
三
一
1
＝
二
五
四
年
没
）
第
の
鞠
場

を
作
っ
た
時
、
奉
行
を
愚
老
が
務
め
た
が
、
水
捌
け
を
よ
く
す
る
た
め
に
、

や
は
り
底
に
瓦
を
敷
い
た
。

　
同
ハ
、
無
文
燵
革
の
鞍
を
長
者
の
色
と
言
う
。
最
上
位
の
程
品
で
あ
る
。

こ
れ
は
蹴
鞠
道
家
の
人
、
年
齢
が
長
じ
た
上
皇
、
蹴
鞠
が
上
手
な
摂
関
の

人
、
技
・
年
齢
の
点
で
相
応
の
資
格
が
あ
る
大
臣
、
こ
れ
ら
の
人
以
外
に

は
着
用
を
許
さ
れ
な
い
。
現
在
で
は
近
衛
前
関
白
道
平
群
と
愚
身
だ
け
が

許
さ
れ
て
い
る
。

　
同
二
、
鞠
に
合
わ
せ
る
の
は
淀
川
の
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
教
え
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
表
面
（
川
面
）
は
悠
々
と
し
て
い
る
よ
う
で
、
内
心
（
川
底
）

は
油
断
せ
ず
素
早
い
心
を
保
て
と
い
う
。
こ
の
教
え
は
愚
意
に
ぴ
っ
た
り

で
あ
る
。

　
同
ホ
、
二
度
三
度
、
鞠
を
肩
の
辺
で
転
が
し
て
廻
す
の
は
た
や
す
い
。

盛
季
の
よ
う
に
曲
足
好
き
の
連
中
は
、
愚
身
が
こ
の
技
を
蹴
出
し
て
か
ら

大
喜
び
で
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
心
者
は
こ
の
よ
う
な
い
か
が
わ
し

い
技
を
絶
対
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
《
国
会
》
の
方
で
は
、
ロ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
後
岡
本
入
道

関
白
家
（
基
嗣
）
の
鞠
場
を
作
る
の
を
拝
見
し
た
が
、
こ
こ
で
も
、
…
丈

ば
か
り
掘
っ
て
底
に
瓦
を
敷
き
そ
の
上
に
ふ
る
っ
た
土
を
載
せ
た
の
を
見

た
。
懸
を
植
え
る
の
は
撰
者
自
身
が
奉
行
し
た
が
、
庭
の
方
は
家
僕
が
受

け
持
っ
た
。

　
同
ハ
、
無
文
燃
革
の
犠
は
長
者
の
色
と
言
い
、
最
上
位
の
逸
品
で
あ
る
。

蹴
鞠
道
家
の
人
々
で
は
、
そ
の
家
の
嫡
流
一
人
に
は
着
用
が
許
さ
れ
る
。

そ
の
他
に
は
、
ご
堪
能
な
天
皇
・
上
皇
も
こ
れ
を
着
用
な
さ
る
。
…
中
略
…
、

ま
た
摂
関
家
の
人
々
の
う
ち
で
上
手
な
者
に
は
天
皇
の
お
許
し
が
出
る
。

　
同
機
で
は
、
教
え
の
内
容
は
《
類
従
》
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
愚
意
に

叶
へ
り
」
の
一
節
が
な
い
。

　
同
ホ
で
は
、
負
鞠
と
い
う
高
度
な
技
が
初
心
者
向
き
で
な
い
と
し
て
い

る
こ
と
で
は
《
類
従
》
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
見
え
は
べ
る
な
り
」
と
客

観
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
撰
者
自
身
は
こ
れ
を
演
じ
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
。

　
両
本
を
併
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
ロ
の
場
合
、
も
し
こ
の
鞠
場
作
り
が

同
一
の
工
事
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
片
方
は
庭
作
り
を
秦
4
7
し
た
と
言
い
、

も
う
一
方
は
懸
の
木
を
植
え
る
作
業
の
奉
行
は
撰
者
が
し
た
が
、
庭
作
り

は
家
僕
が
し
た
と
い
う
。
言
い
分
が
食
い
違
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
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《
国
会
》
の
発
言
は
、
庭
作
り
は
「
家
僕
の
仕
事
」
と
前
者
を
椰
毒
す
る

よ
う
な
言
い
方
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
真
実
を
伝
え
て
い
る
の
か
は
分
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
為
事
（
前
者
）
と
南
明
兄
弟
（
後
者
）
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
『
愚
管
記
』
が
い
う
「
義
絶
状
態
で
あ
っ
た
」
こ
と
を
窺
わ

せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
一

　
ロ
の
無
文
燥
革
の
鞭
の
許
し
に
つ
い
て
、
為
定
が
こ
れ
を
許
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
す
客
観
的
な
史
料
を
今
の
と
こ
ろ
見
て
い
な
い
。
し
か
し
彼

は
御
子
左
家
の
嫡
流
と
認
め
ら
れ
て
お
り
、
蔵
人
頭
で
あ
っ
た
二
十
歳
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ

後
半
の
頃
、
既
に
花
園
院
の
「
鞠
堪
能
」
と
の
評
を
得
て
い
る
か
ら
、
｛

公
平
に
見
て
、
資
格
年
齢
（
四
十
歳
）
に
達
し
た
元
弘
か
ら
建
武
頃
に
は

許
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
道
嗣
の
場
合
、
彼
が
貞
治
二
年
禁
裏
御

鞠
会
で
無
文
燥
革
の
鞭
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ

が
ど
こ
ま
で
細
れ
る
か
は
定
か
で
な
い
。
為
忠
も
貞
治
鞠
会
で
六
九
の
鞍

を
着
け
て
い
る
。
同
鞠
記
に
「
無
文
」
の
字
は
見
え
な
い
が
、
道
家
の
雲

客
は
有
文
燃
革
を
着
用
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
無
文
で
あ
ろ

　
ゆ
う
。
　
し
か
し
、
彼
も
康
安
二
年
の
段
階
で
ど
う
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら

な
い
。
為
明
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
　
付
け
加
え
る
と
、
道
嗣
の
関

白
職
在
任
（
康
安
元
1
1
＝
ご
六
一
年
十
一
月
置
貞
治
二
”
＝
二
六
三
年
六

月
）
は
為
定
の
没
後
で
あ
る
か
ら
、
近
衛
前
博
陸
｛
道
嗣
｝
と
い
う
言
い

方
は
、
「
上
鞠
」
の
条
に
見
ら
れ
る
貞
治
禁
裏
御
汚
会
の
記
事
と
と
も
に

後
世
の
補
筆
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
二
、
ホ
は
、
撰
者
を
考
え
る
手
掛
か
り
に
は
な
り
に

く
い
が
、
ロ
、
ハ
は
、
元
徳
か
ら
貞
和
頃
の
鞠
会
に
お
け
る
彼
ら
の
動
向

が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
有
力
な
判
断
材
料
に
な
る
。

　
他
の
諸
本
の
こ
れ
ら
の
部
分
に
関
す
る
記
述
如
何
を
そ
れ
ぞ
れ
表
5
に

掲
げ
た
。
　
《
類
従
》
と
一
致
す
る
も
の
は
《
類
従
》
の
側
に
、
　
《
国
会
》

と
一
致
す
る
も
の
は
《
国
会
》
側
に
伝
本
の
略
号
を
記
入
し
た
。
ど
ち
ら

に
も
属
さ
な
い
第
三
の
記
述
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
＊
を
付
し
て
特
記
し
て

お
い
た
。

　
表
5
－
1
の
「
上
鞠
」
で
、
奇
妙
な
こ
と
に
（
a
）
系
統
の
《
尊
経
》

を
除
く
四
本
、
　
《
内
閣
》
　
《
天
7
》
　
《
京
大
》
　
《
京
女
》
の
こ
の
部
分
に

「
御
子
左
入
道
大
納
言
共
益
卿
」
の
文
言
が
入
っ
て
い
る
。
《
内
閣
》
　
《
天

7
》
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
こ
の
文
言
が
あ
る
た
め
に
内
題
下
の
「
改
定
」

の
選
者
名
が
な
く
、
「
凡
そ
為
忠
卿
抄
な
る
べ
し
し
と
入
れ
た
り
（
《
天

7
》
）
、
外
題
下
に
「
為
忠
卿
撰
し
（
《
内
閣
》
）
と
入
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
さ
え
思
え
る
。
　
《
京
大
》
と
《
京
女
》
の
場
合
に
は
、
内
題
下
の
撰

者
名
に
も
「
青
馬
卿
」
と
入
っ
て
い
る
か
ら
一
貫
性
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
量
定
を
撰
者
と
し
て
首
尾
矛
盾
が
な
い
の
は
《
類
従
》

と
《
尊
経
》
の
二
本
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
表
5
－
2
の
方
は
、
概
ね
（
a
）
群
は
《
類
従
》
、
（
b
）
群
は
《
国

会
》
へ
と
別
れ
て
い
る
。
（
c
）
群
の
二
本
は
「
愚
老
、
愚
身
」
を
用
い

た
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
全
体
の
傾
向
は
、
構
成
で
見
ら
れ
た
（
a
）

（
b
）
両
系
統
の
別
と
概
ね
重
な
り
合
う
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

《
天
6
》
が
特
異
な
伝
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
　
《
京
女
》
と
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《
竜
門
》
は
全
項
目
に
つ
い
て
検
討
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
、

の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。

作
表

4
　
蹴
鞠
故
実
、
技
術
か
ら
見
た
諸
本

　
こ
れ
ま
で
、
構
成
、
引
用
書
、
登
場
人
物
、
撰
者
な
ど
に
つ
い
て
諸
本

の
異
同
を
見
て
来
た
。
次
に
蹴
鞠
の
故
実
や
技
法
に
お
い
て
、
　
《
類
従
》

と
《
国
会
》
の
間
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
違
い
を
見
よ
う
。

ω
　
故
　
実

　
故
実
に
関
し
て
《
類
従
》
に
は
基
本
的
な
点
で
二
三
の
h
落
ち
」
が
認

め
ら
れ
る
。

　
そ
の
第
一
は
「
懸
事
」
の
条
に
あ
る
。
正
式
の
翠
雲
に
は
懸
の
木
を
四

本
植
え
る
。
乾
－
松
、
艮
－
桜
、
巽
一
柳
、
坤
－
楓
が
飛
鳥
井
、
御
子
左

両
流
の
正
規
の
懸
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
期
の
難
波
流
で
は
桜
と
柳
が
入
れ
替

る
。
こ
れ
が
相
論
の
一
因
と
な
っ
た
。
　
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
　
《
類
従
》

の
「
懸
事
」
の
条
に
は
「
柳
は
巽
、
桜
は
艮
、
楓
は
坤
」
と
あ
り
、
「
松

は
乾
」
が
な
い
。
こ
の
条
の
冒
頭
に
「
本
儀
は
柳
桜
松
鶏
冠
木
此
四
本
也
」

と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
落
ち
で
あ
る
。
　
《
国
会
》
に
は
こ
の
欠

落
が
な
い
。

　
そ
の
第
二
は
「
躰
拝
付
手
持
事
し
の
条
に
あ
る
。
《
類
従
》
の
同
条
に

は
「
ロ
上
図
に
も
鷹
を
す
へ
て
鞠
を
蹴
る
と
い
へ
り
」
と
い
う
一
節
が
あ

る
。
『
蹴
鞠
口
傳
食
上
』
の
序
に
「
居
鷹
打
鞭
之
躰
、
其
諺
無
残
云
々
」

と
あ
る
一
節
の
引
用
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
鞠
を
蹴
る
時
の
袖
（
手
）
の

持
ち
方
に
つ
い
て
、
鞠
書
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
比
喩
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
こ
は
「
鷹
を
す
へ
て
鞭
を
打
つ
」
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

《
国
会
》
は
こ
れ
を
正
し
く
掲
げ
て
い
る
。
⑰

　
第
三
、
「
乞
事
」
の
条
に
は
『
古
今
著
聞
集
』
の
有
名
な
鞠
精
伝
説
、

鞠
聖
成
通
の
技
が
神
業
で
あ
る
所
以
を
解
き
明
か
す
説
話
が
掲
げ
ら
れ
て

い
る
。
著
聞
集
で
は
成
通
の
前
に
出
現
す
る
鞠
精
は
三
人
で
、
そ
の
名
前

　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
　
《
類
従
》
の
こ
の
部
分
の
記
述
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
「
各
の
顔
ど
も
ご
覧
ぜ
よ
と
て
髪
を
か
き
あ
ぐ
、
ひ
と
り
の
額

に
は
春
陽
花
と
い
ふ
金
の
字
あ
り
、
又
一
人
の
顔
に
は
夏
安
林
と
い
ふ
字

あ
り
、
重
ね
て
児
の
云
、
我
ら
は
…
」
と
あ
っ
て
、
三
人
目
の
「
秋
園
」

と
い
う
鞠
精
の
名
が
落
ち
て
い
る
。
　
《
国
会
》
に
は
や
は
り
落
ち
が
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
故
実
は
公
家
鞠
に
と
っ
て
は
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

道
家
の
者
が
撰
じ
た
原
本
の
段
階
か
ら
落
ち
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

や
は
り
、
成
立
後
の
あ
る
時
期
に
荒
本
と
な
っ
た
も
の
を
筆
写
す
る
際
に

生
じ
た
こ
と
で
、
既
述
の
第
二
十
九
、
三
十
条
の
錯
簡
と
と
も
に
、
比
較

的
早
期
（
大
永
元
年
ま
で
）
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
え
て
言
え

ば
、
二
i
l
で
見
た
《
類
従
》
と
《
国
会
》
の
個
人
技
の
箇
条
と
団
体
技

の
箇
条
配
列
の
違
い
は
、
　
《
類
従
》
の
方
に
原
因
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

②
　
技
　
法

　
次
に
技
法
か
ら
、
注
目
す
べ
き
両
本
の
記
述
の
違
い
を
一
つ
上
げ
て
お

こ
う
。
そ
れ
は
「
椿
開
事
」
（
以
下
縮
開
と
表
記
す
る
）
の
条
に
あ
る
。

甲
介
と
は
一
座
八
人
の
鷺
足
が
鞠
を
追
っ
て
動
く
際
の
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
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ン
を
言
う
。
蹴
る
人
と
蹴
る
地
点
と
に
よ
っ
て
、
幾
つ
か
の
型
が
あ
っ
た
。

こ
の
条
で
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
「
封
縮
u
む
か
い
づ
め
」
を
説
明
し
て

い
る
。

　
封
縮
と
は
、
あ
る
懸
の
内
側
正
面
近
く
に
上
が
っ
た
鞠
を
、
対
角
の
懸

に
位
置
し
た
鞠
足
が
追
っ
て
行
っ
て
蹴
る
場
合
を
言
う
。
　
《
国
会
》
で
は
、

こ
れ
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
…
重
ね
詰
め
②
四
、
五
尺
寄
り

て
詰
む
べ
し
、
巽
の
懸
に
鞠
の
懸
る
時
、
乾
の
両
人
の
中
に
、
む
ね
と
あ

る
一
人
①
詰
め
て
蹴
之
、
…
（
中
略
）
…
巽
の
木
に
て
封
縮
蹴
る
時
は
、

木
の
本
に
立
つ
人
⑤
、
⑥
は
深
く
立
入
り
、
そ
ば
（
稜
）
｛
南
の
西
、
東

の
北
｝
な
る
人
④
、
⑦
は
寄
り
て
、
西
の
南
｛
坤
の
角
｝
に
立
つ
人
③
、

南
の
西
ま
で
一
身
ば
か
り
も
詰
め
、
廻
り
て
詰
め
寄
る
べ
し
、
北
の
東
に

立
つ
人
⑧
こ
れ
に
同
じ
…
」
。
図
示
す
る
と
2
5
頁
の
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

《
類
従
》
で
は
「
乾
の
懸
に
鞠
の
懸
る
時
、
木
の
本
へ
両
人
①
②
深
く
立

入
侍
れ
ば
、
巽
に
立
た
る
器
用
の
人
⑤
詰
め
寄
せ
侍
べ
し
。
其
時
に
重
ね

て
今
一
人
⑥
、
間
五
尺
ば
か
り
置
て
詰
め
寄
る
べ
し
、
こ
の
時
分
西
の
両

方
の
そ
ば
の
人
③
（
⑧
）
、
一
丈
ば
か
り
も
詰
め
寄
す
べ
し
、
又
艮
の
懸

に
立
た
る
人
⑦
、
東
よ
り
北
へ
木
の
通
り
廻
り
行
く
、
坤
の
懸
の
南
に
立

た
る
人
④
西
へ
廻
る
べ
し
、
…
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
図
2
に
示
す
。
（
傍

線
筆
者
、
本
文
と
図
1
、
2
の
①
～
⑧
は
鞠
育
を
示
す
）
　
両
本
を
比
較

す
る
と
、
プ
レ
ー
が
行
わ
れ
る
懸
が
正
反
対
の
角
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
図
形
が
丁
度
対
称
に
な
っ
て
い
る
。
縮
開
図
は
鞠
場
図
と
は
違
い
、

方
角
が
示
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
説
明
文
抜
き
の
縮
開
図
に

表6　弓庭秘密諸本内容比較

縮
　
開
巽
巽
乾
巽
艮
乾
巽
巽
巽
乾
乾
乾
乾

秋
園
○
○
○
○
○
×
○
○
○
×
×
×
×

鷹をす

へて

鞭・鞠

　o
　o
　o
　o
　o
　×

　o
　o
　O
　×

　×

　×

　×

松
は
乾
○
○
○
○
○
×
○
○
○
×
×
○
×

《平3》
《平4》
《平5》
《陽4》
《天6》
《天7》
《天14》

《国会》

《岩瀬》

《乳脹》

《内閣》

《京大》

《類従》

注1）松は乾：○はその一節あり、×はなし。
　2）鷹をすへて：○は「鞭を打つ」、×は「鞠を蹴る」。

　3）秋園：○はこの語あり、×はなし。
　4）縮開：鞠が懸る木の方角を示す。

新
た
に
説
明
を
付
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
起
こ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
㈱

両
本
の
違
い
は
、
封
縮
図
だ
け
が
先
に
あ
り
、
後
で
両
本
の
撰
者
が
別
個

に
説
明
を
付
け
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
ほ
か
に
も
多
少
の
相
違
が
認
め

ら
れ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
で
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

　
以
上
の
四
点
に
関
す
る
諸
本
の
記
述
如
何
を
、
表
6
に
示
し
た
。
こ
こ

で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
縮
開
」
で
《
天
6
》
　
一
本
だ
け
が
、

鞠
が
懸
る
木
を
艮
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
前
に
も
指
摘
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し
た
よ
う
に
、
特
異
な
伝
本
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
（
a
）
群
と
（
b
）
群

と
は
概
ね
分
か
れ
る
。
（
c
）
群
の
二
本
は
故
実
に
関
し
て
は
欠
落
や
誤

ま
り
を
修
正
し
て
お
り
、
（
b
）
耳
寄
り
で
あ
る
。
　
《
平
4
》
の
難
波
宗

城
が
運
開
で
《
国
会
》
系
の
記
述
を
採
っ
て
い
る
の
が
面
白
い
。

四
　
遊
青
藍
抄
の
撰
者
た
ち

一
　
「
愚
身
」
に
つ
い
て

　
為
定
は
従
来
か
ら
遊
庭
秘
抄
の
撰
者
と
し
て
人
口
に
膳
災
さ
れ
た
人
物

で
あ
る
。
し
か
し
三
で
見
た
よ
う
に
、
為
定
撰
と
し
て
首
尾
矛
盾
が
な
い

素
本
は
僅
か
二
本
で
あ
り
、
む
し
ろ
少
数
例
に
属
す
る
。
そ
こ
で
、
他
の

史
料
に
よ
っ
て
も
う
少
し
「
愚
身
」
を
検
討
し
て
み
た
い
。
｛

　
難
波
家
旧
蔵
本
中
に
『
二
条
家
蹴
鞠
抄
』
と
い
う
二
十
五
丁
程
の
本
が

あ
る
。
奥
書
に
よ
る
と
御
子
平
家
鞠
道
書
で
底
本
は
花
山
院
家
蔵
書
で
あ

る
。
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
末
に
難
波
宗
建
が
借
り
、
当
時
十
九
歳
の

嗣
子
宗
城
に
筆
写
さ
せ
た
。
宗
城
は
「
大
旨
は
遊
庭
抄
で
あ
る
が
、
脱
落

し
た
箇
条
が
多
く
文
言
も
違
う
、
…
中
略
…
遊
庭
抄
と
考
合
す
べ
き
で
あ

る
、
…
」
と
奥
に
記
し
て
い
る
。
確
か
に
底
本
が
荒
本
だ
っ
た
よ
う
で
、

懸
か
ち
延
金
ま
で
十
五
条
ほ
ど
が
見
え
る
が
、
首
尾
が
欠
け
、
脱
落
・
虫

食
い
も
か
な
り
あ
る
。
し
か
し
里
馬
秘
抄
と
同
文
の
箇
所
は
少
な
く
な
い
。

そ
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
「
鞍
付
結
緒
事
」
条
で
あ
る
。
少
し
長

く
な
る
が
、
主
要
部
を
紹
介
し
よ
う
。
「
…
（
鞭
の
）
左
足
を
結
ふ
事
老

者
の
所
行
也
、
祖
父
禅
門
（
為
世
ー
ー
筆
者
注
）
常
に
此
儀
を
振
舞
へ
り

｛
結
露
別
紙
有
之
｝
、
…
（
主
上
湯
平
親
王
が
）
御
出
座
男
時
、
譜
代
の
人

｛
雲
客
｝
御
沓
下
を
持
参
し
て
、
切
縁
に
御
坐
之
程
に
御
足
を
凝
結
之
、

愚
身
常
に
此
所
役
に
参
響
き
、
主
上
掌
理
も
長
者
容
色
と
て
無
文
燃
革
の

御
鞍
を
ば
宗
匠
に
被
仰
合
被
召
之
、
道
重
く
思
食
さ
る
る
故
に
、
先
途
の

長
者
色
を
は
叡
慮
ば
か
り
に
て
も
召
さ
ず
、
恭
な
く
後
伏
見
院
御
法
躰
以

後
、
建
武
に
御
鞠
の
侍
し
に
、
故
大
納
言
入
道
（
為
世
”
筆
者
注
）
仰
合

ら
れ
て
件
長
者
の
色
も
召
さ
れ
侍
き
、
…
中
略
…
、
當
道
の
人
は
飛
鳥
井

も
難
波
も
正
□
［
統
欺
］
一
人
は
着
之
、
賀
茂
輩
と
て
近
来
好
士
あ
り
、

経
久
社
務
亜
相
禅
門
の
門
下
に
て
一
道
を
稽
古
し
出
し
て
、
今
の
定
久
社

務
以
下
面
々
名
誉
堪
能
の
者
ど
も
有
、
是
も
是
等
も
聖
王
ま
て
は
思
ひ
よ

ら
ず
、
…
（
中
略
）
…
、
陣
内
に
御
亡
の
公
宴
な
き
故
に
、
愚
身
今
ま
で

平
平
の
鞍
勅
裁
を
給
な
が
ら
不
着
用
無
念
の
至
極
也
、
…
」
（
下
線
筆
者
）
。

為
世
を
祖
父
と
呼
ん
で
、
作
者
が
為
定
、
為
明
世
代
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
内
容
は
遊
庭
濃
漿
と
重
な
り
、
文
言
も
一
致
す
る
く
だ
り
が
多

い
。
こ
の
「
愚
身
」
は
《
類
従
》
の
撰
者
と
同
一
人
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。　

こ
の
中
で
、
従
来
の
諸
本
に
な
い
記
述
が
二
点
（
傍
線
部
）
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
愚
身
が
常
に
具
足
役
を
勤
め
た
こ
と
、
愚
身
は
無
文
憾
革
の
鞍

着
用
者
で
は
あ
る
が
、
着
用
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
「
今
の
賀
茂
の
社
務
定
久
」
と
は
、
『
太
平
記
』
巻
一

五
に
登
場
す
る
神
主
定
久
で
あ
る
。
｛
つ
ま
り
、
作
者
が
言
う
「
今
」
は
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建
武
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
当
時
御
子
左
家
の
後
継
者
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
為
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

が
や
は
り
「
愚
身
」
の
第
一
候
補
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
｛
彼
は
後

醍
醐
天
皇
の
治
世
初
期
の
蔵
人
頭
で
あ
り
、
ま
た
「
鞠
堪
能
」
の
評
価
を

得
て
い
る
。
御
子
富
家
で
は
具
足
役
、
無
文
燃
革
鞍
の
最
適
格
者
で
あ
る
。

同
年
代
で
二
歳
下
の
為
明
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
彼
の
蹴

鞠
歴
が
不
明
で
あ
る
の
と
、
何
よ
り
も
愚
身
を
極
力
削
除
し
て
い
る
金
紫

光
禄
太
夫
の
有
力
候
補
者
で
あ
る
の
で
、
彼
が
「
愚
身
」
と
は
考
え
に
く

い
。

　
　
2
　
金
紫
光
禄
太
夫

邉
　
　
　
《
国
会
》
の
奥
書
が
示
す
『
遊
宴
秘
隠
』
の
成
立
年
（
康
安
愚
妻
＝
二

渡
　
六
一
年
）
は
、
御
子
左
家
に
と
っ
て
大
変
微
妙
な
時
機
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

　
　
為
定
の
没
年
（
延
文
五
持
＝
三
ハ
○
年
）
と
貞
治
二
（
＝
三
夕
三
）
年
禁
裏

　
　
鞠
会
、
為
明
の
没
年
（
同
三
年
）
の
間
で
あ
る
。
　
井
上
宗
雄
氏
に
よ
る

　
　
と
、
延
文
五
年
三
月
為
定
没
の
前
後
に
は
、
為
忠
が
十
年
近
い
南
朝
へ
の

　
　
出
仕
を
切
り
上
げ
て
帰
京
し
て
い
る
、
こ
れ
は
、
急
熱
没
後
、
そ
の
嗣
子

　
　
為
遠
や
そ
の
後
盾
の
為
重
と
二
条
家
歌
学
の
宗
匠
の
地
位
を
争
っ
て
い
た

　
　
兄
為
重
が
呼
び
戻
し
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
｛
こ
の
よ
う
な
目
で

　
　
見
る
と
、
確
か
に
金
紫
光
禄
大
夫
が
「
愚
老
」
に
対
し
て
挑
戦
的
で
あ
り
、

　
　
「
愚
身
・
愚
老
・
愚
意
」
を
極
力
削
っ
た
伝
本
が
存
在
す
る
理
由
が
見
え

　
　
て
く
る
。
つ
ま
り
、
蹴
鞠
界
で
も
御
子
出
家
の
内
紛
が
露
わ
に
な
っ
て
来

て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
金
紫
光
禄
大
夫
が
為
明
、
為
忠
の
ど
ち
ら
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
。

或
は
両
者
合
作
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
　
《
国
会
》
は
奥
書
の
「
在
名
」
の

上
に
［
三
明
卿
］
と
あ
る
。
禁
裏
の
底
本
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
金
紫

光
禄
大
夫
の
奥
書
が
な
い
《
岩
瀬
》
に
は
、
外
題
の
下
に
「
…
然
而
上
鞠

之
条
二
非
為
定
言
事
分
明
、
愚
勘
御
子
左
中
納
言
為
手
卿
抄
也
し
と
あ
る
。

柳
原
紀
光
の
考
証
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
　
《
陽
4
》
の
巻
末
に
は
、
近
衛
家
　
が
公
卿
補
任
に
拠
っ
て
、

為
忠
卿
作
「
無
疑
者
也
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
半
世
紀
程
前
、
寛
文

四
（
一
六
六
四
）
年
に
冷
泉
為
清
（
一
六
三
二
～
六
八
）
は
、
御
子
左
一
門

と
し
て
蹴
鞠
を
家
業
に
し
た
い
旨
を
幕
府
に
願
い
出
た
。
そ
の
口
上
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

「
二
上
豊
饒
忠
作
の
遊
庭
抄
な
ど
も
為
家
之
流
儀
と
候
、
…
」
と
あ
る
。
｛

こ
の
願
い
は
退
け
ら
れ
た
が
、
こ
の
時
冷
泉
家
で
は
遊
庭
抄
を
為
忠
作
と

し
て
い
る
。
同
家
に
為
忠
撰
の
『
遊
庭
抄
』
が
伝
存
し
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
『
冷
泉
家
系
図
』
（
内
閣
文
庫
蔵
）
で
は
、
為
書
・
至
忠
と
も
に
「
三

面
宗
匠
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
｛
今
の
と
こ
ろ
、
為
明
は
当
時
の
立
会
の

人
数
に
そ
の
名
が
見
え
ず
、
貞
治
禁
裏
鞠
会
に
も
見
直
と
し
て
す
ら
名
が

見
え
な
い
。
高
齢
（
六
十
九
歳
）
の
た
め
か
、
或
は
鞠
会
の
直
前
、
二
月

末
に
命
ぜ
ら
れ
た
新
拾
遺
集
撰
集
で
多
忙
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
｛

既
述
の
と
お
り
、
為
忠
は
こ
の
鞠
会
で
無
文
燵
革
の
鞭
を
着
用
し
て
い
る
。

こ
の
会
で
の
無
文
燥
感
心
着
用
者
は
、
関
白
近
衛
道
嗣
三
十
二
歳
、
中
納
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言
薗
基
隆
五
十
歳
、
侍
従
三
位
為
忠
卿
五
十
四
歳
の
三
人
で
あ
る
。
蔵
人

頭
で
鞠
会
奉
行
め
御
子
左
為
遠
二
十
…
歳
は
、
解
鞠
役
と
主
上
の
具
足
役

を
勤
め
、
鞭
は
錦
革
、
飛
鳥
井
雅
家
・
難
波
宗
義
・
宗
音
の
三
人
も
錦
革
、

為
忠
は
鞠
道
家
中
の
最
上
席
で
あ
る
。
道
嗣
は
上
盤
役
を
勤
め
た
。
　
摂

関
・
大
臣
で
も
懸
道
譜
代
で
も
な
い
薗
基
隆
は
為
遠
の
妻
の
父
、
よ
ほ
ど

名
足
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
三
人
が
顔
を
揃
え
た
画
会
の
記
録
が
、
こ
れ
よ
り
二
十
年
前
に
も

あ
る
。
康
永
二
（
＝
二
四
三
）
年
（
月
日
不
明
）
仙
洞
御
鞠
会
の
初
立
八

人
の
中
に
こ
の
三
人
置
名
が
見
え
る
。
道
嗣
は
中
納
言
中
将
、
歳
十
三
と

記
さ
れ
、
為
忠
は
三
十
四
歳
、
基
隆
は
右
中
将
で
三
十
一
歳
、
こ
の
他
に

は
花
山
院
長
定
・
飛
鳥
井
雅
宗
（
こ
の
年
八
病
没
）
の
名
が
見
え
る
・
囎

こ
の
よ
う
に
、
為
忠
は
か
な
り
の
蹴
鞠
歴
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
彼
が
鞠

の
宗
匠
と
し
て
『
遊
庭
抄
』
を
撰
じ
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

3
二
書
家
の
蹴
…
鞠
書

　
遊
兵
首
魚
の
諸
本
に
共
通
し
て
い
る
の
は
三
十
箇
条
の
箇
条
名
と
冒
頭

の
「
根
源
事
」
で
あ
る
。
金
紫
光
禄
太
夫
撰
の
遊
庭
秘
抄
が
「
愚
身
」
を

「
根
源
事
」
以
外
で
は
排
除
し
、
「
庭
作
り
事
」
で
は
、
明
ら
か
に
「
愚
身
し

撰
の
遊
庭
百
座
を
意
識
し
、
し
か
も
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
な
記
述
を
し

て
い
る
。
　
《
類
従
》
に
は
、
貞
治
禁
裏
鞠
会
の
記
事
や
関
白
道
嗣
の
称
号

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
世
の
補
筆
が
入
っ
て
い
る
。
補
筆
者
は
井
上
説

の
よ
う
に
為
重
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
継
当
も
『
冷
泉
家
系
図
』
で
は
白
丁

宗
匠
で
あ
り
、
晩
年
は
兎
も
角
、
貞
治
の
三
会
の
際
に
は
奉
行
・
解
鞠
・

具
足
と
い
う
大
役
を
勤
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
記
録
く
ら
い
は
書
き
留
め

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
系
統
の
本
は
比
較
的
早
期

に
荒
本
と
な
っ
た
形
跡
が
あ
り
、
か
な
り
原
型
が
損
な
わ
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
す
る
と
、
金
紫
光
禄
太
夫
撰
の
本
以
前
に
原
遊

庭
秘
抄
と
で
も
言
う
べ
き
本
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
本

の
撰
者
が
為
世
を
受
け
継
い
だ
為
定
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
㈱

　
《
国
会
》
は
、
「
愚
身
」
撰
の
本
を
元
に
し
、
こ
れ
に
手
を
入
れ
る
形

で
作
ら
れ
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
こ
れ
ら
の
共
通
の
下
敷
き
と
し
て
、

祖
父
為
世
の
教
訓
と
為
家
以
来
御
子
左
家
に
蓄
積
さ
れ
て
来
た
細
説
・
記

録
の
類
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
弘
長
以
後
の
鞠
会
を
記

録
し
た
『
勝
雄
革
網
話
』
な
ど
は
そ
の
類
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
遊
庭
秘
抄
』
は
御
子
左
一
門
の
分
裂
、
併
存
に
伴
っ

て
、
何
種
類
か
の
本
が
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
康
永
二
年
の
仙
洞
鞠

会
の
記
事
を
収
め
る
『
二
条
流
鞠
道
秘
記
』
に
は
、
康
永
鞠
会
の
記
事
の

す
ぐ
後
、
全
巻
の
三
分
の
二
ほ
ど
の
所
に
「
応
永
十
九
年
四
月
七
日
、
以

御
子
左
孕
将
（
又
は
為
持
1
1
筆
者
注
）
御
本
ウ
ツ
シ
ヲ
ハ
ム
」
な
る
一
文

が
あ
り
、
ま
た
巻
末
に
は
「
御
子
左
為
ヂ
相
野
畢
」
と
い
う
奥
書
が
あ
る
。

鼻
血
（
た
め
ゆ
き
）
は
、
為
忠
の
孫
と
し
て
『
満
済
准
后
日
記
』
の
永
享

六
（
一
四
三
四
）
年
正
月
十
八
日
の
条
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、

為
歩
（
＝
二
六
一
～
一
四
一
七
）
は
冷
泉
為
秀
の
孫
、
応
永
十
五
（
一
四

〇
九
）
年
二
月
に
、
御
子
左
家
正
統
の
後
継
者
を
示
す
民
部
卿
に
任
ぜ
ら



215（22）融渡邉

れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
末
尾
約
三
分
の
一
の
部
分
に
《
国
会
》

と
殆
ど
同
文
の
帰
足
之
事
、
蟹
足
之
事
、
副
身
鞠
忍
事
、
薬
事
の
四
箇
条

を
掲
げ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
四
…
1
で
あ
げ
た
『
二
条
家
蹴
鞠
抄
』
や
、
こ
の

『
二
条
流
鞠
道
秘
記
』
の
よ
う
な
遊
庭
秘
抄
類
似
の
書
、
或
は
そ
の
一
部

を
収
め
た
聖
書
が
、
当
時
の
御
子
左
系
各
家
に
伝
存
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
　
《
天
6
》
も
こ
う
い
っ
た
本
の
一
つ
と
考
え
れ
ば
理
解
し
や
す

い
。

お
わ
り
に

　
以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
　
　
『
遊
庭
秘
抄
』
の
伝
本
の
流
れ
は
、
撰
者
自
身
が
「
愚
身
・
愚
老
」

　
等
と
し
て
本
文
第
二
条
以
下
に
登
場
す
る
本
と
金
紫
光
禄
大
夫
が
撰
者

　
で
あ
る
本
と
の
二
群
に
概
ね
分
け
ら
れ
る
。

2
　
前
者
の
原
撰
者
で
あ
る
「
愚
身
」
は
御
子
左
為
定
で
あ
る
と
思
わ
れ

　
る
が
、
こ
の
本
に
は
後
世
の
補
筆
が
か
な
り
加
わ
り
、
ま
た
、
成
立
後

　
約
百
五
十
年
年
く
ら
い
の
間
に
荒
本
に
な
り
、
原
型
が
崩
れ
て
い
る
と

　
思
わ
れ
る
。
三
十
箇
条
の
箇
条
名
と
第
一
条
「
根
源
事
」
は
原
型
ど
お

　
り
で
あ
ろ
う
。

3
　
金
紫
光
禄
大
夫
撰
の
本
は
、
第
一
条
に
は
「
愚
身
し
が
登
場
す
る
が
、

　
第
二
条
以
下
に
は
登
場
し
な
い
。
撰
者
は
御
子
左
為
明
、
そ
の
弟
為
忠

　
の
ど
ち
ら
か
、
或
は
合
作
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
本
は
「
愚
身
」
撰
の

　
本
を
下
敷
き
に
し
て
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

4
　
江
戸
時
代
の
難
波
家
で
、
上
記
両
系
統
の
本
を
校
合
・
折
衷
し
た
本

　
が
作
ら
れ
て
い
る
。

5
　
二
重
が
生
じ
た
原
因
は
、
御
子
左
寄
の
内
紛
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
元
徳
・
建
武
頃
の
晴
の
御
会
に
お
け
る
鞠
足
の
役
割
・
装
束
等
が
明
ら

か
に
な
れ
ば
、
愚
身
が
誰
で
あ
る
か
、
よ
り
確
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
　
上

　
本
研
究
は
平
成
7
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
、
一
般
研
究
（
c
）

課
題
番
号
〇
七
六
八
○
＝
二
四
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
た
研
究
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

（1）（2）（3）（4）〈5）

文
献
と
注

は
じ
め
に

西
岡
虎
之
助
『
新
校
群
書
類
従
解
題
集
』
昭
和
五
八
年
、
名
著
普
及
会
研

究
開
発
部
編
、
五
三
六
ペ
ー
ジ
。

岩
橋
小
弥
太
「
遊
魚
秘
書
」
『
群
書
解
題
』
第
十
五
、
続
群
書
類
従
完
成

会
、
昭
和
三
七
年
、
四
〇
、
四
一
ペ
ー
ジ
。

井
上
宗
雄
『
中
世
歌
壇
史
の
研
究
一
南
北
朝
期
1
』
明
治
書
院
、
昭
和
四

〇
年
、
五
六
三
、
五
六
四
　
ぺ
1
ジ
。

桑
山
浩
然
「
蹴
鞠
書
の
研
究
」
、
渡
辺
・
桑
山
共
著
『
蹴
鞠
の
研
究
』
所
収
、

東
大
出
版
会
、
平
成
六
　
年
、
一
五
〇
、
一
五
一
ペ
ー
ジ
。

蹴
鞠
史
料
・
蹴
鞠
書
に
つ
い
て
は
、
桑
山
浩
然
「
蹴
鞠
書
の
研
究
」
、
前



（6）

無
理
（
四
）
と
同
じ
、
一
一
一
五
～
一
五
八
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
『
国
書
総
目
録
』
所
載
の
勧
修
寺
家
本
『
遊
庭
子
抄
』
は
、
京
都
大

学
の
寄
託
勧
修
寺
家
本
『
麗
筆
秘
抄
』
（
文
明
十
七
年
写
一
冊
）
で
あ
る

が
、
所
定
の
場
所
に
な
く
、
披
見
で
き
な
か
っ
た
。

（4）

『
比
較
舞
踊
研
究
』
第
二
号
一
九
九
五
年
三
月
目
比
較
舞
踊
学
会
編
、
一
七

～
二
七
ペ
ー
ジ
。

二
瀬
一
馬
「
遊
庭
秘
抄
」
、
『
竜
門
文
庫
善
本
書
目
』
竜
門
文
庫
刊
、
昭

和
二
七
年
、
八
二
ペ
ー
ジ
。

二二秘抄の研究214（23）

（2）　（1）（3）（5＞　〈4）（6）（7）（8）〈2）　（1＞（3）

一藤
原
定
家
『
明
月
記
』
建
保
元
年
五
月
十
六
日
。

「
承
元
御
鞠
記
」
『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
訂
正
三
版
第
六
刷
、
続
群
書
類

従
完
成
会
、
昭
和
六
二
年
、
三
六
九
～
三
七
五
ぺ
…
ジ
。

『
革
　
要
略
集
裏
書
』
慰
事
条
、
渡
辺
・
桑
由
共
著
前
掲
『
蹴
鞠
の
研
究
』

二
一
九
、
二
二
〇
ペ
ー
ジ
。

藤
原
定
家
『
明
月
記
』
建
保
二
年
二
月
吊
環
。

一
條
兼
良
「
享
徳
二
年
晴
之
御
影
記
」
『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
訂
正
三

版
第
六
刷
、
前
掲
三
八
七
ペ
ー
ジ
。

飛
鳥
井
家
及
び
飛
鳥
井
雅
有
に
つ
い
て
は
、
水
川
喜
夫
『
飛
鳥
井
雅
有
沼

記
全
釈
』
風
間
書
房
、
昭
和
六
〇
年
、
「
小
引
」
五
～
九
ペ
ー
ジ
、
「
解
説
」

一
～
七
二
ペ
ー
ジ
、
及
び
巻
末
の
「
年
立
」
に
よ
っ
た
。

蹴
鞠
道
三
玉
野
の
確
執
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
公
家
鞠
の
成
立
」
『
蹴
鞠

の
研
究
』
渡
辺
・
桑
山
共
著
所
収
、
七
六
～
八
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

豊
玉
に
つ
い
て
は
、
弓
箭
喜
夫
著
前
掲
書
二
八
九
～
二
九
一
ペ
ー
ジ
、
為

世
に
つ
い
て
は
『
伏
見
天
皇
震
記
』
増
補
史
料
大
成
所
収
、
正
応
二
年
三

月
九
日
、
臨
規
書
店
、
昭
和
六
〇
年
、
二
八
九
ペ
ー
ジ
。

二以
下
、
官
職
・
年
齢
等
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』
に
よ
る
。

下
冷
蓬
亭
に
つ
い
て
は
、
『
大
田
本
史
料
第
九
篇
之
十
四
』
雑
載
、
学
芸

欄
、
三
五
八
ペ
ー
ジ
。

甘
露
寺
親
長
と
蹴
鞠
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
弘
明
「
応
仁
・
文
明
期
に
お
け

る
蹴
鞠
会
の
様
態
－
甘
露
寺
親
身
の
日
記
を
通
し
て
み
た
一
」
、
筑
波
大

学
『
日
本
史
学
集
録
』
十
三
号
一
九
九
一
年
所
収
、
及
び
拙
著
「
鞠
と
舞
」

（1）（2）（3）（5）　（4）（6）（7）

三　
『
内
外
三
時
抄
』
練
習
編
「
誓
願
」
の
条
、
前
掲
『
蹴
鞠
の
研
究
』
四
三

一、

l
三
二
ペ
ー
ジ
。

以
下
、
個
々
の
蹴
鞠
書
に
つ
い
て
は
、
桑
山
「
蹴
鞠
書
の
研
究
」
前
掲
渡

辺
・
桑
山
共
著
『
蹴
鞠
の
研
究
』
所
収
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
『
蹴
鞠
口
傳
集
』
は
、
桑
山
浩
然
編
『
蹴
鞠
技
術
の
研
究
』
一
九
九
二
年
、

平
成
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
一
般
研
究

（
C
）
課
題
番
号
〇
三
六
八
〇
一
〇
五
、
一
一
〇
～
二
一
八
ペ
ー
ジ
に
翻
刻

（
上
は
渡
辺
融
、
下
は
渡
辺
正
男
・
渡
辺
融
に
よ
る
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

渡
辺
融
「
公
家
鞠
の
成
立
」
、
前
掲
『
蹴
鞠
の
研
究
』
五
八
、
五
九
ペ
ー
ジ
。

　
《
国
会
》
の
「
進
退
作
法
事
」
の
条
に
「
未
練
な
ら
ん
上
騰
二
人
ま
で
は

い
か
が
は
せ
ん
、
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
一
節
は
『
蹴
鞠

口
傳
集
上
』
の
第
二
十
一
条
に
師
（
成
通
）
説
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
現
存
の
『
革
菊
要
略
集
』
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
な
お
、
『
革
瑠

要
略
集
』
の
翻
刻
も
『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
七
一
～
三
三
七
頁
所
収
。

　
《
国
会
》
　
「
付
鞠
於
枝
事
」
の
条
。
鞠
を
鞠
場
に
運
ぶ
の
に
木
の
枝
に
付

て
運
ぶ
の
が
後
鳥
羽
院
以
来
の
故
実
で
あ
っ
た
。
御
子
単
流
や
飛
鳥
井
流

で
は
、
梅
は
懸
と
し
て
は
用
い
る
が
鞠
を
付
け
る
に
は
用
い
な
い
と
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
、
宗
緒
が
将
軍
家
鞠
会
で
梅
の
枝
に
鞠
を
付
け
た
の
で
、

皆
が
こ
れ
を
難
じ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
事
が
流
派
間
の
相
論
の
材
料

で
あ
っ
た
。
宗
緒
の
御
師
範
に
つ
い
て
は
、
『
實
躬
叢
記
』
正
安
四
年
二

月
十
三
総
、
『
極
秘
蹴
鞠
部
類
記
』
岩
瀬
文
庫
所
蔵
六
一
〇
〇
1
一
一
五
－

二
三
所
収
。

　
『
二
障
革
菊
藻
』
上
中
下
、
平
野
神
社
と
天
理
図
書
館
の
所
蔵
本
は
こ
の

外
題
で
あ
る
が
、
内
閣
文
庫
所
蔵
本
（
一
九
九
一
二
八
六
）
は
『
鞠
の
御
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（8）（9）（10＞（1　1）（12）〈13）（14）（1）（2）（3）（4）

會
』
と
い
う
外
題
で
あ
る
。
但
し
『
鞠
の
御
三
』
に
は
、
『
藩
老
革
瑠
話
』

の
下
巻
に
あ
た
る
弘
安
八
年
以
降
の
部
分
が
な
い
。

　
『
愚
管
記
』
六
、
延
文
五
年
三
月
十
五
日
、
『
大
日
本
史
料
第
六
篇
之
二

十
三
』
六
九
ペ
ー
ジ
。

　
『
花
園
天
皇
農
十
一
』
増
補
史
料
大
成
所
収
、
元
亨
元
年
六
月
二
十
二
日
、

二
照
八
ペ
ー
ジ
。

二
条
良
基
「
貞
治
二
年
御
握
記
一
】
名
衣
か
っ
き
の
日
記
－
」
『
群
書
類

従
』
第
十
九
輯
、
前
掲
三
　
七
五
～
三
八
○
ぺ
…
ジ
。

　
な
お
、
有
文
燵
革
の
犠
に
つ
い
て
は
、
『
群
書
平
目
』
第
十
九
輯
所
収

『
遊
庭
秘
抄
』
「
鞍
」
の
項
参
照
。

　
『
内
外
三
時
抄
』
懸
樹
事
の
条
に
あ
る
。
前
掲
『
蹴
鞠
の
研
究
』
三
四
六

ぺ
…
ジ
以
下
。

　
「
鷹
を
据
え
て
鞭
を
打
つ
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
宇
戸
弥
生
「
院
政
期

に
お
け
る
蹴
鞠
研
究
序
説
－
蹴
鞠
口
気
集
の
諺
を
起
点
と
し
て
一
」
、
前

掲
桑
山
浩
然
編
『
蹴
鞠
技
術
変
遷
の
研
究
』
三
三
～
五
〇
ペ
ー
ジ
参
照
。

　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
十
一
、
蹴
鞠
第
十
七
「
侍
従
大
納
言
成
通
卿
の
鞠

は
凡
夫
の
業
に
非
ざ
る
事
し
『
古
今
著
聞
集
』
下
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
第

七
六
回
、
新
潮
社
、
平
成
三
年
、
五
二
～
五
四
ペ
ー
ジ
。

向
ツ
メ
図
『
二
条
流
蹴
鞠
秘
記
』
所
収
、
後
掲
注
四
1
㈹
参
照
。
飛
鳥
井

流
の
封
縮
図
は
『
内
外
三
時
抄
』
練
習
篇
二
の
縮
開
の
条
に
あ
る
（
天
理

図
書
館
善
本
叢
書
豊
1
1
『
古
道
集
一
』
二
八
二
ペ
ー
ジ
）
が
、
図
1
、
2

に
掲
げ
た
御
子
左
流
の
も
の
と
は
多
少
違
う
よ
う
で
あ
る
。

四

『
二
条
家
蹴
鞠
抄
』
は
現
在
平
野
神
社
所
蔵
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写

真
帳
冊
次
五
五

『
太
平
記
』
二
、
日
本
古
典
文
学
大
系
釜
、
岩
波
書
店
、
昭
和
六
〇
年
、
一

一
八
～
一
二
一
ペ
ー
ジ
。

井
上
宗
雄
「
冷
泉
家
の
歴
史
」
（
一
）
『
し
ぐ
れ
て
い
』
第
五
一
号
（
平
成
七

年
一
月
二
十
日
）
に
よ
る
と
、
民
部
卿
は
長
家
以
来
御
子
左
家
ゆ
か
り
の

職
で
、
家
の
正
統
の
後
継
者
が
就
く
習
慣
で
あ
っ
た
。
為
定
は
建
武
四
年

迂
れ
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

『
大
日
本
史
料
第
六
編
之
二
十
三
』
六
八
ペ
ー
ジ
、
『
大
日
本
史
料
第
六

　
　
編
之
二
十
六
』
三
五
八
ペ
ー
ジ
。

㈲
　
井
上
宗
雄
『
申
世
歌
壇
史
の
研
究
－
南
北
朝
篇
1
』
明
治
書
院
、
昭
和
四

　
　
〇
年
、
五
六
五
ぺ
…
ジ
。

㈲
　
　
『
蹴
鞠
書
』
国
会
図
書
館
所
蔵
、
わ
1
七
八
三
⊥
ハ
。

①
　
『
冷
泉
家
系
図
』
内
閣
文
庫
所
蔵
、
二
六
二
一
八
六
、
一
軸
、
江
戸
初
期

　
　
写
。
こ
の
系
図
に
は
、
飛
鳥
井
・
難
波
両
家
の
略
系
図
を
も
収
め
て
お
り
、

　
　
御
子
左
家
一
門
の
人
々
に
つ
い
て
は
、
歌
鞠
宗
匠
と
歌
題
の
上
手
の
人
を

　
　
克
明
に
記
入
し
て
い
る
。
鞠
関
係
の
こ
と
、
例
え
ば
寛
文
四
年
の
「
蹴
鞠

　
　
家
業
願
出
」
の
よ
う
な
事
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

㈲
　
井
上
宗
雄
、
前
掲
書
六
＝
ニ
ペ
ー
ジ
。

㈲
　
　
『
貞
治
二
年
御
鞠
記
』
、
前
掲
㈹
1
⑳

㈹
　
こ
の
鞠
会
記
録
は
『
二
条
流
鞠
道
秘
記
』
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
蔵
、

　
七
八
三
ー
イ
ニ
七
i
五
八
所
載
。
同
書
は
旧
飛
鳥
井
家
所
蔵
の
巻
子
本
で

　
あ
る
。
天
地
約
二
五
セ
ン
チ
、
長
さ
約
八
七
〇
セ
ン
チ
の
か
な
り
大
部
の

　
巻
物
で
あ
る
。
五
十
条
程
の
一
つ
書
き
の
箇
条
が
並
ぶ
が
、
前
半
三
分
の

　
二
と
残
り
の
部
分
と
は
底
本
が
違
う
ら
し
い
。
こ
の
後
半
部
分
が
《
国
会
》

　
系
統
の
遊
庭
男
抄
の
写
と
思
わ
れ
る
。

　
次
節
参
照
。
な
お
、
康
永
二
年
の
仙
洞
鞠
会
の
記
事
は
、
注
三
一
⑥
の
岩
瀬

　
文
庫
所
蔵
『
極
秘
蹴
鞠
部
類
』
に
も
「
不
知
記
」
所
載
と
し
て
掲
げ
ら
れ

　
て
い
る
。
年
紀
は
こ
ち
ら
の
史
料
に
よ
っ
た
。

ω
　
桑
山
浩
然
「
蹴
鞠
書
の
研
究
」
、
前
掲
『
蹴
鞠
の
研
究
』
一
四
九
、
一
五
〇

　
　
ペ
ー
ジ
。

働
　
注
四
…
働
参
照

働
　
『
満
済
准
后
日
記
』
永
享
六
年
正
月
十
八
曝
『
続
群
書
類
従
補
遺
一
』
所

　
　
収
、
昭
和
五
六
年
、
続
群
書
　
類
従
完
成
会
、
五
四
五
ぺ
…
ジ
。

個
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r二条流鞠道秘記9による
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A Study　of　YUTEIHISHO

Tohru　Watanabe

Abstract

　　Yateihisho　（The　Secret　Book　of　Court　Play）　is　a　book　on　Kemari　or

Shahihu　of　the　Kugemari　Mikohidari　School，　which　was　compi｝ed　in　or

around　the　mid－14th　century．　lt　describes　general　features　of　Suhihu　such　as

the　playing－field，　equipment，　costurnes，　manners，　and　techniques．　The　book

contains　a　litt｝e　less　than　20，000　let£ers，　making　it　relatively　short　for　a　book

of　this　sort．　However，　it　is　one　of　the　relatively　wel｝一knbwn　works　on

Shukihu　because　it　was　included　in　the　Gunshoruiju　（The　Collective　Book

Series）．

　　Purpose　of　this　study：　There　are　iwo　candidates　for　the　editor　of　the　book，

Mikohidari　Tamesada　（1293”v1360）　aRd　Tamesada’s　cousin，　Nijo　Tameaki

（1295N1364）．　The　most　prestigious　index　of　Japanese　bibliographies，

Kohusho－S6mohurohu，　includes　a　note　saying　“some　claim　the　author　is

Nijo　Tameaki”，　but　formally　describes　the　work　as　writteR　by　Mikohidari

Tamesada．　This　study　intends　to　cast　light　on　the　identity　of　£he　author

through　investigation　of　a　series　of　traditional　versions　of　the　book．

Restlt：　So　far，　author　has　examined　fifteen　versions　of　£he　book，　other　than

those　included　in　the　Ganshoruiju．　Eight　of　them　are　listed　in　Kokusho

S6mohuroku．　Generally，　these　versions　can　be　categorized　into　two　groups．

One　category　is　a　collection　of　work　descended　from　the　one　included　in　the

Gunshoruiju．　Others　are　variations　of　an　edition　in　the　National　Diet

Library，　referred　to　as　the　“Meireki　Editions”．　The　former　group　are　con－

sidered　to　be　the　works　of　Tamesada．　Those　of　the　lat£er　group　are　thought

to　be　the　works　of　Tameaki　or　his　younger　brother，　Tametada（1310”一73），

who　may　in　fact　be　more　likely　to　have　been　the　true　editor．　There　is　no

appreciable　differeRce　between　the　coRtents　of　the　editions　in　the　two　groups．

Editions　from　both　gyoups　are　based　on　£he　Mikohidari　family’s　traditional

game　theory　and　records　on　ShuhihLL．　．These　fundamental　writings　had　been

extanもfor　as　long　as　a　full　century　since　Taエneie（1200～75）　first　founded　the

school．　［1］he　oniy　difference　betweeR　the　works　of　two　groups　are　the　specific

cases　they　refer　to．　The　reason　for　the　origin　of　the　two　variations　paight　be

speculated　as　having　been　the　resu｝t　of　conflicts　that　developed　in　the

Mikohidari　family　in　that　period．


